
日　程
令和４年11月15日（火）
10:00～12:30
・開会挨拶
・来賓挨拶
・座長挨拶� 須田　善明　氏
� 原　　義人　氏
・シンポジウム①�望月　泉　　氏
・シンポジウム②�貞弘　光章　氏
・シンポジウム③�大西　祥男　氏
・シンポジウム④�中村　昌樹　氏
・討論
・閉会挨拶

開催形式
ハイブリッド形式（集合またはオ
ンラインでのライブ配信）

会　場
東京「JA共済ビル」

主　催
全国自治体病院開設者協議会
公�益社団法人 全国自治体病院協

議会
全�国自治体病院経営都市議会協議

会
全国知事会
全国都道府県議会議長会

全国市長会
全国市議会議長会
全国町村会
全国町村議会議長会
公�益社団法人 国民健康保険中央

会

テーマ
「医師の働き方改革（後）の医療
提供体制について」

参加者
269名（集合91名、オンライン（ラ
イブ配信）178名）

開会挨拶

■全国自治体病院開設者協議会
　会長　杉本　達治　福井県知事

　皆さん、おはようございます。
御紹介いただきました開設者協議
会の会長を仰せつかっております

福井県知事の杉本でございます。
　本日は自治体病院全国大会2022

「地域医療再生フォーラム」を開
催させていただきましたところ、
このように多くの皆様方に全国各
地からお集まりいただき、またオ
ンラインでも御参加をいただいて
おりまして、心から感謝を申し上
げます。
　また、皆様方には日頃から新型
コロナウイルス感染症対策をはじ
めとして地域医療を守る立場から
大変な御活躍をいただき、また病
院の経営等にもお力添えをいただ
いておりますことに心から感謝を
申し上げる次第です。
　さらには、今日は自治体病院議
員連盟の森英介会長、さらには総
務省の和田室長、厚生労働省の谷
口室長にもおいでいただいており
ます。日頃から大変お世話になっ
ておりますことに心から感謝を申
し上げる次第です。
　このフォーラムに先立ちまして
今朝、自民党の有志の議員の先生
方による自治体病院議員連盟の総
会が開催されたところです。全国
自治体病院協議会の小熊会長をは
じめとして関係者の皆様と一緒に

「地域医療再生フォーラム」
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出席させていただきました。自治
体病院の厳しい現状と様々な課題
等についてお話をさせていただ
き、関係省庁からの回答もいただ
いたところです。森会長におかれ
ては熱心に御参加いただき御意見
も賜ったところでございまして、
心から感謝を申し上げます。
　この後、午後になりますがさら
に総務省や厚生労働省を訪ねてコ
ロナ対策、それから自治体病院へ
の財政支援などについて要望を
行ってまいりたいと考えていると
ころです。
　さて、新型コロナウイルス感染
症の状況につきましては、BA.5
の急拡大によって第７波では過去
最大の感染状況となったところで
すが、それが自治体病院の皆様方
のお蔭で何とか乗り切ることがで
きたところです。ただ、先月末く
らいから北のほうから感染者が
徐々に増加しているということ
で、第８波の兆しが見える状況な
のかなと思っているところでござ
いますし、また厚生労働省の話に
よれば今年はインフルエンザと両
方が同時に流行するのではないか
と言われているところでもござい
まして、これからの対策に万全を
期す必要があると考えているとこ
ろです。
　また自治体病院におきまして
は、コロナ患者への対応に加えて
救急、小児、周産期、災害医療な
どの政策医療、こういったことを
中心として地域の中核病院として
住民にとって必要な医療を継続的
に提供することが求められている
ところです。こうした中において
医師や看護師などの医療人材の確

保、医師の働き方改革の推進、病
院の運営財源の確保などのほか、
地域医療構想の推進や物価高騰な
ど様々な課題に直面しており、そ
の解決を図っていく必要がありま
す。
　人口減少や高齢化の進展、コロ
ナなどの新興感染症の流行など自
治体病院を取り巻く環境が大きく
変化する中で、こうした様々な課
題についてそれぞれの自治体病院
や開設者の努力だけで解決するこ
とは困難な状況になっています。
やはり国レベルでの対策が大切で
あると考えています。皆様におか
れましては全国の自治体病院が抱
える課題の解決に向け、それぞれ
のお立場から関係機関への要望、
働きかけをお願いしたいと思って
います。
　 さ て、 本 日 の 地 域 医 療 再 生
フォーラムのテーマは、医師の働
き方改革、そしてその後の医療提
供体制についてということです。
2024年４月から始まる医師の働き
方改革に向け、自治体病院では医
師や医療スタッフの確保、医療機
能の分化や連携の推進、財源確保
などの多くの課題を早急に解決す
るとともに、働き方改革後を見据
えた地域の医療提供体制を議論す
る必要が生じているところです。
　本日は、日々医療の現場で陣頭
指揮を執っていらっしゃる４人の
管理者や病院長をシンポジストに
お招きし、先進的な取組みや御意
見をいただくこととしています。
活発な意見交換が行われ、今回の
フォーラムが課題の理解と解決に
資する有意義なものとなることを
期待しているところです。

　自治体病院が住民の医療や健康
を支える地域医療の最後のとりで
としての役割を果たしていけるよ
う、これからも皆様方と一丸と
なって要望活動等に取り組んでま
いりたいと思いますので、引き続
き御協力をいただきますようお願
い申し上げて冒頭の挨拶とさせて
いただきます。本日はどうぞよろ
しくお願いいたします。

来賓挨拶

■自治体病院議員連盟
　会長　森　英介　衆議院議員

　ご紹介にあずかりました自治体
病院議員連盟の会長を務めており
ます森英介と申します。今日は全
国各地から自治体病院の関係者の
皆様方がお集まりになって、一堂
に会して今年度の全国大会が開催
されましたこと、心からお慶び申
し上げたいと思います。
　先ほど杉本会長からもお話がご
ざいましたように、この全国大会
に先駆けて今朝８時から私ども議
員連盟の総会を開きました。自治
体病院の関係者の代表の皆様方に
もご出席をいただきまして自治体
病院の現状、課題、要望などにつ
いてご意見を承りました。関係省
庁からも答弁がありましたし、議
員からも活発な意見が沢山出まし
た。今朝の総会は、我々の今後の
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取組みの指針となり、更に、多く
の課題を解決するために、関係者
一同、一致結束して頑張ろうとい
う決意を固める機会になったとい
うことを冒頭に申し上げておきま
す。
　今もお話にありました通り、こ
の３年間は世界中がコロナ禍に脅
かされ、日本も例外でなく、大変
に困難な時代でありました。その
中にあって医療関係者の皆様方の
献身的な御尽力にはただただ頭の
下がる思いで、わけても自治体病
院がその中で果たしてくださった
役割は極めて大きかったと思いま
す。いわばこのコロナ禍の中に
あって、自治体病院の役割、存在
価値が再認識されたのではないか
というふうに思っております。
　そうは申しましても、コロナ禍
もまだ収束したわけではありませ
んし。自治体病院が本来抱えてい
る様々な課題に加えてまた新たな
課題も持ち上がってきています。
例えば電気代の高騰、資材の高騰
といったことも挙げられましょ
う。それに、そもそも、各自治体
病院の抱えている問題や課題は。
地域や役割によって、千差万別で
あり、共通の課題に加えて特有の
課題に何とか対応して乗り越えて
いかなければいけないわけです。
　先ほど申し上げたように、折角、
自治体病院が地域にとっていかに
大事な存在かということが再認識
された状況下でもありますから、
何としても関係者一同、力を合わ
せ、役割分担してこの難局を乗り
越えていかなければならないと思
います。
　後ほど総務省、厚生労働省から

役所の考えなども披瀝されると思
いますが、自治体病院が今後とも
地域の中に在って、しっかりと存
続し、引続き大きな役割を果せま
すように、私どもも大いに力を尽
くしてまいりたいと思います。
　今日のこの全国大会がこれから
の自治体病院の未来を切り拓くた
めに有意義な機会となりますこと
を心からご期待申し上げ、私から
のご挨拶と激励に代えたいと思い
ます。ありがとうございました。

総務省
■自治財政局準公営企業室長
　和田　雅晴　氏

　ただいま御紹介いただきました
総務省準公営企業室の和田でござ
います。自治体病院全国大会2022

「地域医療再生フォーラム」の開
催に当たりまして、一言お祝いを
申し上げます。
　皆様方には、住民の命と健康を
守るため、地域医療の確保に多大
な御尽力をいただいておりますこ
とに深く感謝と敬意を表します。
自治体病院は地域における基幹的
な公的医療機関として、へき地に
おける医療や小児医療などの不採
算・特殊医療を担い、地域医療の
確保のために重要な役割を果たし
ています。また、今般の新型コロ
ナウイルス感染症への対応におい
ては、自治体病院が重要な役割を

果たし、地域にとって必要な医療
機関であることが、改めて国民に
認識されたところです。
　しかしながら、自治体病院を取
り巻く環境は厳しさを増してお
り、さらに、医師の働き方改革へ
の対応など国の医療政策への対応
も喫緊の課題となっています。こ
のため、総務省としては、本年３
月に新たなガイドラインをお示し
し、地方公共団体に対して、プラ
ンを策定して経営強化に取り組む
よう要請しているところです。喫
緊の課題である医師の働き方改革
をテーマに、本日活発な意見交換
がなされることは誠に有意義なこ
とで、自治体病院の発展につなが
ることを切に願っています。
　総務省としては、今後とも地域
医療を支える自治体病院を支援し
てまいりますので、皆様方におか
れましては良質な医療の提供と健
全経営の確保に、なお一層の御尽
力を賜りますよう、お願い申し上
げます。
　結びに、本日の地域医療再生
フォーラムが実りあるものとな
り、自治体病院が医療の提供を通
じて地域の発展に一層貢献される
ことを祈念するとともに、皆様方
の御健勝、御活躍をお祈り申し上
げ、私からのお祝いの挨拶といた
します。本日はよろしくお願い申
し上げます。

厚生労働省

■�医政局地域医療計画課医師確保
等地域医療対策室長

　谷口　倫子　氏
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　厚生労働省医政局地域医療計画
医師確保等地域医療対策室長の谷
口でございます。御紹介いただき
誠にありがとうございます。本日
は医政局審議官の大坪寛子より皆
様方への御挨拶を預かってまいり
ましたので、代読させていただき
ます。
　自治体病院全国大会2022「地域
医療再生フォーラム」の開催にあ
たり、一言お祝いの言葉を申し上
げます。はじめに、本日御参集の
皆様方におかれましては、日頃よ
り地域医療の充実と国民の健康保
持・増進のために多大なる御尽力
をいただき、厚く御礼を申し上げ
ます。中でも新型コロナウイルス
感染症への対応について、最前線
である医療現場で日夜地域の医療
を守っておられる医療従事者の皆
様にこの場をかりて改めて感謝を
申し上げます。
　さて、厚生労働省では人口構造
の変化、労働人口の減少、技術の
急速な進歩など我が国の医療を取
り巻く環境が変化する中で、質の
高い効率的な医療提供体制の構
築に向けた取組みを進めていま
す。中でも高齢者数がピークを迎
える2040年に向け、医療提供体制
の再構築は最大の課題であり、医
師の働き方改革や医師の地域偏在
対策、地域医療構想の推進に一体
的に取り組んでいく必要がありま

す。
　昨年５月には、医師の働き方改
革の推進や地域医療構想の実現に
向けた支援策の強化等を盛り込ん
だ改正医療法が成立しました。医
師の働き方改革については、必要
な地域医療に影響が出ないよう円
滑な施行に向けて着実に取り組ん
でまいります。
　また先般、感染症法等の一部改
正案を今臨時国会に提出したとこ
ろです。今後、国会での審議の結
果も踏まえ、平時から病床や医療
人材の確保などの備えを行うこと
により、感染初期から速やかに立
ち上がり有効に機能する医療体制
の構築に向け、関係団体の皆様と
も相談しながら具体的な検討や対
応を進めてまいります。
　新興感染症への対応について
は、2024年度からスタートする第
８次医療計画に盛り込まれるとこ
ろですが、2024年度には医師の働
き方改革の施行をはじめ診療報酬
と介護報酬の同時改定など、様々
な見直しが一斉に動きはじめま
す。医療現場での対応を円滑に
行っていただけるよう、これらの
取組みに際しては丁寧な議論と周
知を図ってまいります。
　新型コロナウイルスと季節性イ
ンフルエンザの同時流行に備えた
対応については先月、患者の重症
化リスク等に応じた外来受診・療
養の流れをお示しするとともに、
発熱外来・電話・オンライン診療
の体制強化や健康フォローアップ
センターの拡充等により、この11
月中の外来体制の強化と重点化を
お願いしています。引き続き都道
府県や医療機関等と連携し、保険

医療体制の整備を行ってまいりま
すので、御協力を何卒よろしくお
願いいたします。
　最後になりましたが、このよう
な諸課題が山積する中にあっても
地域において必要な医療が確保さ
れるよう、今後とも皆様の御尽力
をいただくことをお願いするとと
もに、本日御参集の皆様方の御健
勝を祈念し、私の挨拶といたしま
す。以上です。

座長挨拶

■全国自治体病院開設者協議会
　副会長　須田　善明　女川町長

　皆様、よろしくお願いいたしま
す。ここからは講演とディスカッ
ションという２部構成で進めさせ
ていただきます。前半は私、須田
が担当させていただき、後半は原
先生としたいと思います。
　本日のテーマは、冒頭に会長か
らもあったように「働き方改革

（後）の医療提供体制について」
ということです。当然ながら、従
前から地域医療構想も含めて働き
方改革は重要な柱でしたが、そこ
にコロナも入ってここ数年はそれ
どころではなかったというところ
もあるかもしれませんが、今後の
地域医療体制を考えていく中では
避けて通れない問題ですし、他の
問題と一緒に解決していく必要が
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ある大変に重要なところです。こ
れに関して４名の先生方にただい
まから御講演いただき、それを
ベースにして後半部分のディス
カッションという形で進めたいと
思います。よろしくお願いいたし
ます。
　それでは早速、講演に入らせて
いただきます。発表の１番目は

「待ったなしの働き方改革－今、
病院が取り組むこと－」と題して
八幡平市病院事業管理者兼八幡平
市立病院統括院長、全国自治体病
院協議会副会長である望月泉先生
にお願いします。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　望月　泉　八幡平市病
院事業管理者兼八幡平市立病院
統括院長

　（スライド１）皆さん、おはよ
うございます。働き方改革は今ま

さに佳境に入っているわけです
が、私は総論的に、今病院が取り
組むことという話を進めていきた
いと思います。他の演者から今後
の医療提供体制の話も出るかなと
思います。
　（スライド２）厚生労働省作成
の2024年４月に向けたスケジュー
ルです。年間の時間外労働時間が
960時間以下の医師のみの医療機
関は都道府県の指定は不要で、こ
れがいわゆるＡ水準ということに
なります。Ａ水準の医療機関につ
いては労働時間短縮計画案の作成
は努力義務となりますので、義務
ではありませんが作成する努力は
する必要があるということです。
　連携Ｂ、Ｂ、Ｃ－１、Ｃ－２水
準は地域医療暫定特例水準。Ｃ－
１、Ｃ－２は別になりますが連携
Ｂ、Ｂは地域医療を守るための暫
定特例水準ということになります
が、年間の時間外労働時間が960
時間を超える医師がいても良く、
でも1,860時間以内に収めるとい
う水準です。この場合には、医療
機関勤務環境評価センターによる
第三者評価を受け、その後、都道
府県による特例水準の対象医療機
関の指定を受けるということで、

ここに一つ手順が入ってきます。
　第三者評価をする医療機関勤務
環境評価センターは、今ある勤務
環境改善支援センターとはまった
く別の組織ですので、混乱しない
ようにしてください。第三者評価
を受ける機関は日本医師会が受託
しています。後で日本医師会の
ホームページ等も紹介したいと思
います。
　Ｃ－１に関しては臨床研修医、
専門医制度における専攻医等が対
象になりますが、それぞれプログ
ラムで960時間を超えるプログラ
ムが必要な場合にはそのプログラ
ムを示し、臨床研修医の場合は
マッチング協議会に前もって登録
し、募集の段階からＣ－１水準を
示して医学生がそれに応募すると
いう形になります。Ｃ－２水準は、
卒後６年目以降に集中的に医療技
術を学ぶ必要のある方ということ
になっています。
　（スライド３）自治体病院協議
会のアンケート結果をお示ししま
す。今年３月に、対象期間は昨年
１月～12月という１年間について
会員病院にアンケートしました。
時間区分別の病院の数を示してい
ます。
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待待っったたななししのの働働きき方方改改革革
――今今、、病病院院がが取取りり組組むむこことと――

令令和和４４年年１１１１月月１１５５日日

八八幡幡平平市市病病院院事事業業管管理理者者・・統統括括院院長長
岩岩手手県県立立病病院院名名誉誉院院長長
全全国国自自治治体体病病院院協協議議会会副副会会長長 望望月月 泉泉

自治体病院全国大会２０２２「地域医療再生フォーラム」

（スライド１）

2

（スライド２）
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　全体で339病院から回答をいた
だき、1,860時間超の医師がいる
病院は全体で３％、急性期病院で
は４％となっています。１つの診
療科、１人の医師が960時間を超
えた場合にはＢ水準になります
し、1,860時間は2024年以降には
あってはいけないという水準で
す。連携Ｂ水準は33％です。それ
から、医師はすべて960時間以下
のＡ水準は65％という状況でし
た。これは１年前ですので、さら
に少し短くなってきている可能性
もあると思います。
　（スライド４）医師の数で見る
とアンケート全体は約２万人です
が、1,860時間超は全体から見る
と0.1％でした。先日の厚生労働
省の大学病院の調査では2.4％と

いう数字が出ていますので、自治
体病院は大学病院に比べると少な
い印象です。95％の医師は960時
間以下という結果でした。Ｂ水準
になる医師は、病床数が500床と
多くなると706名、7.3％というこ
とです。
　（スライド５）2024年４月以降
に申請する水準を予定を含めて聞
いたところ、Ａ水準のみが全体の
67％、Ｂ水準が30％と大体２対１
という割合になりました。Ｃ－１
水準は12.5％と全体から見るとそ
れほど多くありませんが、臨床研
修指定病院で病院の規模が大きく
なると40％程度のＣ－１というこ
とです。Ｃ－２は卒後６年目以降
ということがあるためか、希望す
る病院は少ないようです。

　（スライド６）この図は、医療
機関勤務環境評価センターで日本
医師会が受託して立ち上がった組
織です。地域医療暫定特例水準で
あるＢ連携、Ｂ、それからＣ－
１、Ｃ－２を希望する病院は必ず
評価センターの評価を受けなけれ
ばいけません。労働時間短縮計画
を立て、評価センターの評価を受
けます。医療サーベイヤーと労務
サーベイヤーがセットになって審
査しますが、初年度は対面ではな
く書類審査ということになりまし
た。もしかしたらインターネット
を使った質問形式になるかもしれ
ませんが、書類審査です。
　ここで評価にパスした場合は、
都道府県の医療審議会等の意見を
聴取して都道府県で指定するとい
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直近 年間の時間外・休日労働時間の状況①
時間区分別病院数 対象期間： 年 月～ 月

（複数回答）

（病院） （％） （病院） （％） （病院） （％）

99床以下

100床台

200床台

300床台

400床台

500床以上

年1,860時間超の
医師がいる

年960時間超1,860時間
以下の医師がいる

医師は全て
年960時間以下

平均
病床数

精 神 科 病 院

専 門 病 院

そ の 他 の 病 院

【 種類・病床規模別 】
回答

病院数

全 体

急 性 期 病 院

ケアミックス病院

慢 性 期 病 院

（スライド３）

年 月以降に申請する水準（予定を含む）

対象期間： 年 月 日時点

（複数回答）

（病院） （％） （病院） （％） （病院） （％） （病院） （％） （病院） （％）

99床以下

100床台

200床台

300床台

400床台

500床以上

専 門 病 院

そ の 他 の 病 院

C-2水準

全 体

急 性 期 病 院

ケアミックス病院

慢 性 期 病 院

精 神 科 病 院

【 種類・病床規模別 】 回答
病院数

A水準のみ B水準 連携B水準 C-1水準

（スライド５）

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

99床以下

100床台

200床台

300床台

400床台

500床以上

年960時間超1,860時間
以下の医師がいる

医師は全て
年960時間以下

専 門 病 院

そ の 他 の 病 院

全　　体

急 性 期 病 院

ケアミックス病院

慢 性 期 病 院

精 神 科 病 院

【 種類・病床規模別 】
回答

病院数
平均

病床数
全体 年1,860時間超の

医師がいる

直近1年間の時間外・休日労働時間の状況②
対象期間： 年 月～ 月時間区分別医師数（総数）

（スライド４）

（スライド６）
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う流れです。Ｃ－１に関しては、
臨床研修プログラムの場合にはこ
れを作成してマッチング協議会に
提出します。そして募集をかける
ことになります。専門医制度の場
合には専門医機構に提出します。
Ｃ－２については別に審査組織が
できますので、その審査を受ける
ことになります。
　（スライド７）日本医師会の中
にできた医療機関勤務環境評価セ
ンターのホームページです。10月
31日から受審する医療機関の申請
受付が始まりました。Ｂ、連携Ｂ
あるいはＣ－１、Ｃ－２の認定を
目指す病院は、このホームページ
から申し込むことになります。
　（スライド８）時間外労働時間
についてのもう１つの大きなポイ

ントは宿日直許可です。宿日直許
可は以前のものでも有効というこ
とですが、30年40年も前であって
も宿日直許可証に有効期限はない
ので今でも有効ではあるのです
が、内容はまったく違っていると
思いますので、基準監督署の立入
等があった場合には現実との乖離
が出てきますので、その中身につ
いては検討しておく必要があると
思います。
　宿日直のみの許可は診療科を
限って、職種、時間帯。例えば救
急患者が少なくなる深夜帯だけに
限って宿日直許可を取るといった
ことも可能です。
　（スライド９）本年４月、厚生
労働省の本省に宿日直許可申請
に関する相談窓口ができました。

メールで相談できますので、医療
機関にとっては親切な窓口ですの
でぜひ利用してください。具体的
な支援が有効な場合には医療勤務
環境改善支援センターを紹介した
り、労働基準監督署とも連携して
いるということです。
　この４月以降、厚生労働省は宿
日直許可が取れる病院はどうぞ
取ってくださいという形で対応が
親切になりました。去年あたりは、
救急病院では無理ですねという感
じでしたが、今は相談に乗ってく
れているようです。
　（スライド10）７月に都道府県
の労働局に厚生労働省労働基準局
労働条件政策課から、「医療機関
の医師の宿日直許可に関する取扱
いについて」の通達が出ました。

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 99（278）

（スライド７）

（スライド９）

自自病病院院がが宿宿日日直直許許可可をを受受けけてていいるるかかももうう一一度度確確認認ししよようう

• 宿宿日日直直許許可可をを受受けけてていいるる
以前のものでも有効。宿日直そのものは時間外労働に含まれないが、宿日直中、通常と同態

様の業務を行った場合は、時間外労働時間を算定し賃金を支払う必要がある。

宿日直の許可は診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能（深夜の時間
帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能）

・・宿宿日日直直許許可可をを受受けけてていいなないい。。ももししくくはは不不明明、、書書類類ががなな

いい場場合合。。
「断続的宿直又は日直勤務許可申請書」の作成・提出

書類審査を労働基準監督署が行う

申請書類に不備等がなければ、実地調査（訪問調査）に来る

実地調査で、申請書と実際の勤務に違いがないかを確認

問題がなければ「断続的宿直又は日直勤務許可書」の交付

8

（スライド８）

（スライド10）
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（スライド11）Ｑ＆Ａも載ってい
て、「宿直は週１回、日直は月１
回が原則」という文章がよく出て
きて、たとえば常勤医３人の中小
病院では週１回の宿直で間に合う
はずがないと思いますが、そうい
う場合には宿直は週２回、日直月
２回で認められる場合もあるとい
うことです。
　それから、大学病院のように兼
業先で週１回の宿直が想定されて
いるような場合には、これは医療
機関毎に数が決められているの
で、同じ週に本務先で１回、兼業
先で１回、宿日直許可のある宿直
の業務に従事することは可能で
す。例えば大学病院で月曜日に宿
直し、兼業先で木曜や金曜に宿直
することも可能とはっきり書いて

あります。
　（スライド12）許可の例が載っ
ています。例えば350床の２次救
急病院で、許可を取得した業務は
ICU。ICUは施設基準として医師
が24時間いることを求められてい
ますが、その待機が認められたと
いうことです。
　（スライド13）300床の３次救急
病院の例は、23時～翌朝８時30分
は宿直として認められました。１
件当たりの対応時間が25～40分。
重症患者の場合はオンコール医師
へ連絡ということが文書で示され
ており、宿直を認めるということ
です。
　（スライド14）もう１つの大き
な問題は時間外労働時間と自己研
鑽の把握です。アンケートの結果

を見ると、研鑽時間は自己申告に
より上長が承認し、時間外労働時
間と区分けしているという病院が
全体の35％です。時間外労働時間
と自己研鑽の区分けができていな
い病院が半分くらいあります。厚
生労働省の文書を見ると、区分け
を文書で明示して周知する必要が
あることになっていますので、あ
る程度の区分けが必要です。細か
な部分は病院によってグレーのと
ころが出てくると思いますが、区
分けした上で医局会等で示して質
疑応答しながら自己申告を上長が
承認する形になるのではないかと
思います。
　（スライド15）医師業務の見直
しが一番必要だと思います。医師
が医師の業務に特化し、医師でな

全自病協雑誌第62巻2023年第２号100 （279）

Q. 宿日直許可の回数については宿直週1回、日直月1回の原則には例外があると聞いてい
ますが、実際に例外は認められているのでしょうか。

A. 実際に例外が認められています。例えば、宿直週2回や日直月2回といった形で認められ
たケースがあります。特に、医師不足の地域の医療機関において、いわゆる連直(例えば、
週末に土曜日の夜の宿直から日曜日昼の日直、日曜日の夜の宿直まで連続して行うような
宿日直)の体制を確保するために遠方から非常勤の医師を確保する場合があるという実態
を踏まえた回数の例外などが認められています。

Q. 同じ週に本務先で週1回、兼業先で週1回の宿直を行うことが想定されています。本務先で
も兼業先でもそれぞれ週1回の宿日直許可を受けていますが、同一の医師の場合、どちらか
1 回しか宿日直許可を受けた業務に従事することはできないのでしょうか。
A. 宿日直許可の回数の限度(別添1ポイント3参照)は、医療機関ごと(本務先と兼業先それぞ
れ)で認められた回数を示していますので、医療機関ごとに認められた回数の範囲内で宿日
直許可のある業務に従事することが可能です。つまり、このケースの場合、同じ週に本務先
で1回、兼業先で1回、宿日直許可のある宿直の業務に従事することが可能です。

医療機関の宿日直許可申請に関する FAQ 
(2022 年7月 29 日 ver.) 

（スライド11）

（注）以下の事例は、あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではありません。
医 療 機 関 に お け る 宿 日 直 許 可 事 例

救救急急指指定定 別別 三次救急病院

病病床床数数（（病病院院全全体体）） 300床 労労働働者者数数（（病病院院全全体体）） 600人

許許可可取取得得ししたた診診療療科科・・部部門門 内科、外科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、 泌尿器科等31科目

宿宿日日直直許許可可 対対象象医医師師数数 勤務医47人

許許可可取取得得ししたた宿宿日日直直勤勤務務時時間間帯帯 宿直（１人当たり週１回） ： 23時～翌８時30分（毎日）

許許可可をを取取得得ししたた業業務務 非常事態に備えて 待機

労労基基署署 調調査査概概要要

○ 宿直勤務 17時から開始。17時以降 通常業務に 従事せず、
①救急外来患者 うち軽症者に対する診察等 ②入院患者 容体 変動へ 対応を行う。
本申請 救急外来患者へ 対応件数が減少する23時以降 時間帯に限定して許可申請 対象とするも （17時から23時
まで 時間外労働として扱う。）。

○ 直近３か月 実績を調査。
○ 宿日直勤務中に発生する通常 勤務時間と同態様 業務 状況 次 とおり。
①救急外来患者へ 対応
対応時間 、１件当たり25～40分。
重症患者 場合 、オンコール医師へ連絡。

②入院患者へ 対応
対応時間 、１件当たり20～30分。
原則、主治医が対応。主治医から指示があった場合 看護師等に指示。

○ ただし、23時以降 対応患者数 年間平均２人/日程度。
○ 十分な睡眠時間が確保されている。

救救急急指指定定 別別 二次救急病院

病病床床数数（（病病院院全全体体）） 200床 労労働働者者数数（（病病院院全全体体）） 390人

許許可可取取得得ししたた診診療療科科・・部部門門
一般内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、糖尿病内科、外科肛門科、整形外科、脳神経外科、乳腺外
科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、心臓血管外科、皮膚科、眼科、歯科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻薬科

宿宿日日直直許許可可 対対象象医医師師数数 勤務医８人、他病院から 受入医８人

許許可可取取得得ししたた宿宿日日直直勤勤務務時時間間帯帯
宿直（１人当たり週１回） ： 17時～翌８時30分（月～土）
日直（１人当たり月１回） ： ９時～17時（日 み）

許許可可をを取取得得ししたた業業務務 非常事態に備えて 待機

労労基基署署 調調査査概概要要

○ 過去３か月間 実績を調査。
○ 救急搬送又 外来患者が来院しても、宿日直勤務に従事する医師 専門外である場合に 対応可能な病院を案内する。
○ 入院患者 急変時に宿日直勤務医が処置 判断を行えない場合 担当医師に連絡する。
○ 宿日直中に発生する通常 勤務時間と同態様 業務 状況 次 とおり。
・入院患者 容体急変時 診察
：発生頻度 、３か月（92日）間 うち宿直勤務で71件（１勤務平均0.9件）、 日直勤務で19件（１勤務平均1.5件）、
１件当たり、30分未満。

・救急患者 診察
：発生頻度 、３か月（92日間） うち、宿直勤務で47件（１勤務平均0.6件）、日直勤務で17件（１勤務平均1.3件）
１件当たり、30分未満。

救救急急病病院院

10

【【ポポイインントト】】救救急急等等ででもも対対象象業業務務がが「「特特殊殊 措措置置をを必必要要ととししなないい軽軽度度 又又 短短時時間間 業業務務」」ででああれれ 許許可可さされれるる場場合合ががああるる。。

(8)

(9)

（スライド13）

（注）以下の事例は、あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではありません。

救救急急指指定定 別別 二次救急病院

病病床床数数（（病病院院全全体体）） 300床 労労働働者者数数（（病病院院全全体体）） 520人

許許可可取取得得ししたた診診療療科科・・部部門門 内科、外科、小児科、リハビリテーション科、麻酔科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、皮膚科

宿宿日日直直許許可可 対対象象医医師師数数 臨床検査技師８人

許許可可取取得得ししたた宿宿日日直直勤勤務務時時間間帯帯 宿直（週１回）：21時～翌８時30分
許許可可をを取取得得ししたた業業務務 非常事態に備えて 待機、簡易な検査

労労基基署署 調調査査概概要要

過去４か月間 実績を調査。
通常勤務で 血液を対象としたガス検査（酸素や二酸化炭素 分圧測定）や骨密度検査、エコー検査等 各種検査を行う一
方、宿直勤務で 患者が救急搬送された場合でも血液検査（約20分）、尿検査（約５分）、心電図検査（約５分）、溶連菌等 簡

易検査（約５分） み。
対応が発生した日も１日２人程度、合計約40分。

救救急急指指定定 別別 二次救急病院

病病床床数数（（病病院院全全体体）） 350床 労労働働者者数数（（病病院院全全体体）） 900人

許許可可取取得得ししたた診診療療科科・・部部門門
内科、小児科、外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急診療
科、病理診断科、精神科

宿宿日日直直許許可可 対対象象医医師師数数 勤務医44人
許許可可取取得得ししたた宿宿日日直直勤勤務務時時間間帯帯 宿直（週１回）：18時～翌９時 日直（月１回）：９時～18時
許許可可をを取取得得ししたた業業務務 ICU（集中治療室） 非常事態に備えて 待機、処置確認、呼出対応

労労基基署署 調調査査概概要要

最大収容患者数４人 ICUにおいて、
・１日１回、看護師が実施した投薬等 記録をチェックし、主治医 指示どおり 措置がなされていることを確認する「処置確
認」（約２分）
・月１回程度、看護師から呼出を受け、急変患者 容態を確認し、主治医又 専門医に連絡を取るか否か 判断 みを行う
「呼出対応」（約20分）
休日・夜間 急患に 夜勤医が対応し、宿日直勤務医による対応なし。

ＩＩＣＣＵＵ、、救救急急 【【ポポイインントト】】救救急急等等ででもも対対象象業業務務がが「「特特殊殊 措措置置をを必必要要ととししなないい軽軽度度 又又 短短時時間間 業業務務」」ででああれれ 許許可可さされれるる場場合合ががああるる。。

8

医 療 機 関 に お け る 宿 日 直 許 可 事 例

(4)

(5)

（スライド12）

時間外労働時間と自己研鑽の把握
※ 勤怠管理システムを導入し在院時間を把握している病院を対象 対象期間： 年 月 日時点

（病院） （％） （病院） （％） （病院） （％）

99床以下

100床台

200床台

300床台

400床台

500床以上

研鑽時間は自己申告に
よ り 上 長 が 承 認 を行
い、時間外労働時間と
区分けしている

時間外労働時間と自己
研鑽の区分けはできて
いない

その他

急 性 期 病 院

ケアミックス病院

回答
病院数
（再掲）

慢 性 期 病 院

精 神 科 病 院

専 門 病 院

そ の 他 の 病 院

【 種類・病床規模別 】

全 体

（スライド14）
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くてもできる業務をタスク・シフ
ティング、チームの中でやれるよ
うな仕組みができてくれば、医師
のモチベーションが非常に上がっ
て生産性も向上するのではないか
と思います。
　PFM（ペイシェント・フロー・
マネジメント）については後で示
します。オンコール体制や診療科
編成、主治医制などの見直しが必
要と考えます。主治医制は、単独
では土日も主治医が出てくる必要
がありますので、なかなか休めな
い大きな原因になります。複数主
治医制、グループ制になるべく早
く取り組んでほしいと思います。
また、総合診療科のドクターの活
用。病状説明もなるべく勤務時間
内に行いたいと思います。委員会

や会議は真っ先に効率化を図る必
要があります。
　（スライド16）医師の労働時間
の制限については、「私はもう月
80時間を超えるのでこれ以上働き
ません」という働かない改革では
よろしくないと思います。医師は
症例数を経験することが大事で、
研修時間が減ってしまうと医師の
成長は鈍化します。患者にとって
も、深夜帯や救急を受ける病院が
減ってくればアクセスが悪化して
萎縮医療となる問題もあります。
病院管理者にとっては経営の問題
であり、生産性が向上するような
マネジメントが必要です。佐久医
療センターの西澤先生のスライド
をお借りしました。
　（スライド17）佐久医療センター

では、予定手術や心臓カテーテル
による治療、消化管の内視鏡治療
などに関しては入退院支援室が術
前の検査から医療費の説明、持参
薬の管理など。今は歯科口腔内ス
クリーニングも必要で、緊急手術
では無理ですが予定手術の場合に
は口腔内のケアをしておくと術後
の感染が減るというデータも出て
います。患者を把握しながら他科
への紹介などもありますが、そう
いったことは入退院支援室がすべ
てやっているということです。麻
酔同意書の取得は麻酔医が周術期
外来で診察を行う仕組みになって
いて、担当医師は入院適応、入院
日、手術日を決めれば事務処理は
すべてやってもらえます。
　（スライド18）医師は本来の業

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 101（280）

医医師師業業務務のの見見直直しし

•外外来来業業務務のの見見直直しし。。 （（ ））、、入入退退院院
関関連連業業務務をを多多職職種種ででタタススククシシフフトト・・シシェェアア、、かかつつ効効率率化化をを図図るる。。オオンン
ココーールル体体制制、、診診療療科科編編成成、、主主治治医医制制ななどど見見直直ししがが必必要要とと考考ええるる。。

•主主治治医医制制のの見見直直ししでではは、、複複数数主主治治医医制制、、ググルルーーププ制制ははすすぐぐにに取取りり組組むむ
必必要要ががああるる。。ととくくにに内内科科系系診診療療科科。。土土、、日日等等受受けけ持持ちち患患者者のの状状態態にによよ
りり常常にに主主治治医医がが診診察察すするるここととはは休休みみがが取取れれなないい大大ききなな理理由由ででああるる。。

•総総合合診診療療科科のの活活用用、、勤勤務務時時間間内内のの病病状状説説明明、、連連続続勤勤務務時時間間制制限限、、勤勤務務
間間イインンタターーババルル、、勤勤務務日日数数のの縮縮減減等等。。

•医医師師のの直直接接業業務務ででああるる患患者者診診察察、、手手術術ななどどのの治治療療はは削削減減がが難難ししいいがが、、
間間接接業業務務ででああるる委委員員会会・・会会議議はは真真っっ先先にに効効率率化化をを図図るる。。会会議議数数のの見見直直
しし、、会会議議時時間間をを前前ももっってて設設定定、、連連絡絡ののみみのの会会議議ははイインントトララネネッットト掲掲示示
板板にに変変更更ななどど生生産産性性をを上上げげるるたためめにに効効率率化化をを進進めめるる。。
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（スライド15）

手手術術決決定定かからら手手術術当当日日ままでで

各各
科科
外外
来来

手手
術術
決決
定定

説説
明明
・・
同同
意意

入入
退退
院院
支支
援援
室室

病病

棟棟

入入

院院

周周
術術
期期
外外
来来
にに
てて
麻麻
酔酔
科科
医医
師師
のの
診診
察察

手手

術

・術前検査
・検査、入院、手術、医療費の説明
・医師説明後の検査同意書の取得
・教育（呼吸訓練、禁煙指導）
・病歴、麻酔問診確認
・持参薬管理ｾﾝﾀｰにて内服薬確認
・歯科口腔内スクリーニング
・周術期肺塞栓予防スクリーニング
・検査データ、薬剤情報確認、報告
・他科紹介受診手続き
・輸血（自己血など）申し込み手続き
・手術室看護師術前訪問
・MSWや認定看護師との面談
・管理栄養士による栄養食事指導
・電話訪問（休薬・体調確認）
・病歴基礎情報入力、病棟申し送り
・カンファレンス資料準備

0日～1日

指
示
書
に
必
要
事
項
記
載

来院回数1回～3回

麻
酔
同
意
書
の
取
得
・

リ
ス
ク
評
価
。
追
加
検
査

入
室
時
間
の
説
明
絶
飲
食
時
間
の
説
明

10日～30日

術
前
準
備
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

佐久医療センター 西澤延宏先生提供

（スライド17）

医医師師のの時時間間外外労労働働時時間間制制限限

単単純純なな労労働働時時間間制制限限はは誰誰もも幸幸せせににししなないい（（働働かかなないい改改革革））

•医師・・経験症例の減少・研修時間の減少

→医師の成長の鈍化

•患者さん・・診療制限によるアクセス悪化。萎縮医療と
なる諸問題

•病院管理者・・医師の労働時間減少・診療制限等による

経営悪化

医師の労働時間を減らしながら、成果・実績が上げられ
るような病院マネジメントが必要

＝＝医医師師のの生生産産性性のの向向上上
佐久医療センター 西澤延宏先生提供

（スライド16）

医医師師かからら見見たた患患者者ササポポーートトセセンンタターー

•入入院院適適応応・・入入院院日日・・手手術術日日をを決決めめれればば、、入入院院指指示示ななどどのの事事務務処処
理理をを全全ててややっっててくくれれるる

•内内服服薬薬のの問問題題やや検検査査値値のの異異常常ななどどののリリススクク管管理理ををししてて、、そそのの後後
のの対対応応ももししててくくれれるる

•患患者者ささんんののここととでで困困っったたらら、、相相談談すすれればばききちちんんとと対対応応ししててくくれれ
るる

医医師師本本来来のの業業務務にに専専念念ででききてて、、満満足足度度がが上上昇昇しし、、時時間間外外労労働働時時
間間もも減減少少すするる

多多くくのの医医師師のの望望むむ本本当当のの働働きき方方改改革革

佐久医療センター 西澤延宏先生提供

（スライド18）
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務に集約しており、このような運
用を始めたところ、時間外労働時
間が減少しただけでなく、手術数
が増加したということです。
　（スライド19）患者サポートセ
ンターの利点として、外来・病棟
看護師は事務業務が減って患者の
ケアに使う時間が増えます。薬剤
師・管理栄養士・MSW・医師事
務作業補助者が積極的に介入する
ことで様々な視点から専門性を発
揮できます。また、マネジメント
不足によるインシデントが激減し
ます。手術前に止めなければいけ
ない薬がありますが、医師がそれ
を管理していると抜けることがあ
ります。チームで関われば、薬剤
師が説明できますし、インシデン
トが激減します。主治医だけに頼

らないチーム医療体制を構築する
ことで、医師の負担軽減と各職種
の働きがいが進むということで
す。
　（スライド20）働き方改革は、
医師の意識改革の契機になると思
います。医師の健康確保と地域医
療体制の維持が要で、職員・患者
の満足度を上げるためにも働きや
すく、働きがいの職場環境と質の
高い医療提供体制を築いていきた
いと思います。患者満足度を調査
する病院はよくありますが、職員
の満足度が上がらなければ患者満
足度は上がらないのではないかと
思います。職員の満足度を上げる
ために、働きやすく働きがいのあ
る職場環境を働き方改革でつくっ
ていきたいと思います。

　多様な働き方に対して寛容な文
化の醸成が医療界全体で進むと、
バーンアウトすることなく性別・年
齢にかかわらず持続可能な勤務体
制となり、医師も健康で豊かな人
生を送れるようになると思います。
ご静聴ありがとうございました。
　（スライド21）

■全国自治体病院開設者協議会
　副会長　須田　善明　女川町長
　引き続き次の発表に進みます。
次は「医師の働き方改革と医療供
給体制　Ｂ水準該当者の分析と対
応」と題して山形私立病院事業管
理者の貞弘光章先生の御講演で
す。急遽、病院内の感染対策の関
係でリモートでの御出席となりま
した。それでは貞弘先生、よろし
くお願いいたします。

■山形市病院事業管理者
　貞弘　光章　氏

全自病協雑誌第62巻2023年第２号102 （281）

患患者者ササポポーートトセセンンタターーのの利利点点

•外外来来・・病病棟棟看看護護師師はは、、事事務務業業務務がが減減りり、、患患者者ののケケアアにに使使うう時時
間間がが増増ええるる

•薬薬剤剤師師・・管管理理栄栄養養士士・・ＭＭＳＳＷＷ・・医医師師事事務務作作業業補補助助者者がが、、積積極極
的的にに介介入入でできき、、ささままざざままなな視視点点かからら、、専専門門性性をを発発揮揮ででききるる

•ママネネジジメメンントト不不足足にによよるるイインンシシデデンントトがが激激減減すするる

主主治治医医だだけけにに頼頼ららなないいチチーームム医医療療体体制制
→→医医師師のの負負担担軽軽減減とと各各職職種種のの働働ききががいい

佐久医療センター 西澤延宏先生提供

（スライド19）

おおわわりりにに

•働働きき方方改改革革はは医医師師のの意意識識改改革革のの契契機機ででああるる。。医医師師のの健健康康確確保保とと
地地域域医医療療体体制制のの維維持持がが要要でで、、職職員員・・患患者者満満足足度度ををああげげるるたためめにに
もも働働ききややすすいい働働ききががいいののああるる職職場場環環境境とと質質のの高高いい医医療療提提供供体体制制
をを築築いいてて行行ききたたいい。。同同時時にに時時間間外外労労働働時時間間のの短短縮縮ととととももにに、、単単
ななるる働働かかなないい改改革革ででははななくく、、生生産産性性がが向向上上すするる病病院院ママネネジジメメンン
トトがが必必要要ででああるる。。

•多多様様なな働働きき方方にに対対ししてて、、寛寛容容ににななるる文文化化のの醸醸成成がが医医療療界界全全体体でで
進進みみ、、ババーーンンアアウウトトすするるここととななくく性性別別、、年年齢齢にに関関わわららずず持持続続可可
能能なな勤勤務務体体制制ととななりり、、医医師師もも健健康康でで豊豊かかなな人人生生をを送送れれるるよよううにに
ししたたいい。。

（スライド20）

ごご清清聴聴あありりががととううごござざいいままししたた。。

（スライド21）
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　御紹介ありがとうございます。
山形からの発信ですので御不便を
おかけしますが、お許しください。
　（スライド１）望月先生が総論
を述べられましたので、私は各論
という形でお話しさせていただき
たいと思います。特にＢ水準該当
者がいますので、その分析と対応
について述べさせていただきま
す。
　（スライド２）山形市立病院済
生館は、中核都市・山形市の唯一
の市立病院です。歴史は古く、明
治12年、時の太政大臣の三条実美
が済生館と命名しました。翌年、
オーストリアの医師であるローレ
ンツ博士を招請し、医学を始めま
した。病床数は526床の急性期病
院です。医師数は研修医を含めて
84名ですので、病院規模と比べて
医師数は非常に少ない病院です。
　七日町という山形市の中心市街
地にあって非常にアクセスが良
く、第２次救急医療機関です。県
内第一の救急搬送数があり、年間
で１万2,121件、救急車の取扱は
4,871件というのが昨年のデータ
です。市内には県立病院、大学病
院、済生館がありますが、済生館

が全体の40％の救急車を受けてい
ます。
　（スライド３）済生館は２次救
急告示病院ですが、いくつかの足
かせがあります。現実的には１次
から３次までの間をつなぐ急性期
後の直後から裾野を担う病院です
が、現実的には救急医療の数とし
て最もハイボリュームを担うゾー
ンでもあります。また、今回の診
療報酬改定でもどちらかと言えば
３次救急の高度急性期医療機関に
比べると加算が少なく、今回の働
き方改革で最も大きな影響を受け
るゾーンです。なぜかというと救
急の依頼が多く、宿日直許可の取
得がなかなか難しい。そして、複

数の宿日直担当者を配置しながら
相対的に医師数が少ない状況があ
ります。
　ここには過去20年間のいろいろ
な推移を示しています。赤い折れ
線グラフは外来患者数です。一時
は非常に多かったのですが、その
後、市の医師会が夜間診療所を開
き、特に小児患者が減っています。
その後、選定療養費の関係からも
外来の負担はかなり軽減していま
す。緑色の棒グラフは小児の救急
患者ですが、医師会の夜間救急セ
ンターができたおかげで小児の救
急は激減しています。ただ、青色
で示している入院患者については
入院率を上げることによって維持
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医師の働き方改革と医療供給体制
水準該当者の分析と対応

山形市立病院済生館 病院事業管理者
貞弘 光章

（スライド１）

山形市立病院済生館

⚫医師数（研修医を含む）：
常勤 84名

• 病床数：一般 526床
• 平均在院日数：11.6日
• 第二次救急医療機関
• 救急件数： 12,121件 (うち時間外 9,053件)
• 1日平均件数： 33.2件 (うち時間外 24.8件)
• 救急車取扱件数：4,871件 (うち時間外 2,718件)

●明治12年 太政大臣三条実美が済生館と命名
明治13年 ローレンツ医師を招請

（スライド２）

二二次次医医療療圏圏人人口口
計計336677000000人人

山山形形市市 225500333355人人
上上山山市市 3300005544人人
天天童童市市 6622007755人人
山山辺辺町町 1133995522人人
中中山山町町 1100886611人人

山形市の主な医療機関と救急搬送数（令和3年度）

3

医医療療機機関関 一一般般病病床床 病病床床数数
救救急急搬搬

送送数数

山山形形市市立立病病院院済済生生館館

山山形形大大学学付付属属病病院院

山山形形県県立立中中央央病病院院

済生館
38%

山形大学
16%

山形県立中
央病院
13%

その他
33%

救急車搬送件数（山形市内）

済生館 山形大学 山形県立中央病院 その他

（スライド３）
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している状況です。一方で救急搬
送件数は黄色のグラフですが着実
に増えており、今は年間5,000件
になろうとしているところです。
　（スライド４）そのような状況
の病院の中で労働時間管理の流れ
をまとめてみました。職種別に36
協定を締結しています。年960時
間を超える部署を明記し、時間外
勤務の対象を明示しています。法
定労働時間を必ず計算し、これを
超えた部分を時間外勤務として算
定しています。その中でもＢ水準
該当者の業務内容を分析し、定期
的な産業医面談、診療科長を交え
た勤務体制見直しを定期的に行っ
ています。２次救急告示病院とし

ての宿日直の扱いは非常に問題に
なっていますので、この点につい
ては後でお話します。
　（スライド５）これは36協定の
書式です。業種によって変えてお
り、これは医師向けです。時間外
と休日労働に関する協定を結んで
おり、所定労働時間は１週38時間
45分ですが、延長することができ
る時間として１カ月100時間、あ
るいは１年960時間と明示してい
ます。特にＢ水準になる可能性が
ある診療科として脳外科、泌尿器
科についてはそれを超えることも
あるということを36協定で明示
し、過半数労働組合の代表と協定
を結んでいます。

　（スライド６）次に、医師の時
間外勤務について、自己研鑽と勤
務の関係ですが、あくまでも時間
外勤務の対象となるのは診療行為
に従事した時間、その他病院ある
いは所属長の命令・指示に基づき
行う業務です。原則として、単な
る医局の滞在時間は勤務時間には
該当しません。項目を挙げてそれ
ぞれについて可否を明確にしてい
ます。
　（スライド７）時間外勤務の把
握については、ICカードを使っ
て出退勤を管理しています。これ
は電カル上で本人と管理側が打刻
時刻を確認することができますの
で、自分の勤務時間を月毎に把握

全自病協雑誌第62巻2023年第２号104 （283）

当当院院ににおおけけるる医医師師労労働働時時間間管管理理のの流流れれ

1. 職種別36協定の締結
年960時間超の関連部署の明記
時間外勤務の対象の明示

1. 法定労働時間を勘案した時間外勤務時間の算定
2. B水準該当者の時間外業務内容の分析

B水準該当者の定期的な産業医面談
診療科長を交えた勤務体制見直し

3. 救急告示病院としての宿日直の扱いと対応
4. 問題点の抽出

（スライド４）

※※「「単単ななるる手手待待ちち時時間間」」ととはは、、例例ええばば手手術術ののたためめ呼呼びび出出さされれたたがが、、自自身身のの都都合合でで必必要要以以上上にに早早くく病病院院にに到到着着しし、、
医医局局ななどどでで単単にに待待っってていいるる時時間間ななどどををいいいいまますす。。

№№ 事項 詳細 可否 備考
11 自己研鑽の勉強 参考図書、文献、教科書を読むなど ×
22 自発的な研修等への参加 医師会、製薬会社などの講演会への参加など ×

33 学会
病院の施設基準取得・継続のため土日祝日や勤務時間外
に
出席する場合

○ 発表・聴講の時間のみ

44 学会発表の事前準備 病院の施設基準取得・継続のため派遣される学会である
場合 ○ 概ね22時間まで

55 論文作成 ×

66 手術

緊急手術 ○
手術が予定した時間よりかかり勤務時間外となった場合 ○
術後管理のバイタルチェックなどで、11時間ごとに55～1100
分
ごとに患者のもとに行った場合

△ 診療時間のみ （55～1100分）
待ち時間は不可

77
病棟、救急、手術呼出
し

自宅と病院を往復する時間 × 呼出手当で対応
手術開始まで、家族が来るのを待っている時間 △ 単なる手待ち時間（※※）は

不可
88 患者死亡 自宅と病院を往復する時間 × 呼出手当で対応

見送りのため、葬儀屋を待っている時間 △ 通常 3300～6600分

99 剖検
家族への説明と同意を得る時間、解剖開始から家族への
説明までの時間 ○
見送りのため、葬儀屋を待っている時間 △ 通常 3300～6600分

1100 病院説明会 病院説明会に出席している時間 （出張でないもの） ○ 通常22時間まで

医師の時間外勤務について 対象の明示
時間外勤務の対象となるのは、診療行為に従事した時間その他病院（所属長）の命令・指示に基づき業務を
行ったと
認められる時間であり、原則として医局に居る時間は対象とはなりません。

（スライド６）

36協定の締結
✓ 業種毎の取得
✓ 延長できる時間数と一部診療科は960時間を超えることの明記

（スライド５）

時間外勤務の把握
• 出退勤ICカード；読み取り機ー出退勤管理システム

• 電カル上で自己と管理側での打刻時刻の確認
• 紙面による申請

• 勤務と研鑽の区分け記載
• 時間外勤務の開始と終了時刻の記載
• 診療科長と館長の確認と捺印
• 電カル上での確認と承認

• 電子カルテアクセス数
• 管理側からの診療実態の把握と評価

（スライド７）
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できるようになっています。最終
的には勤務と研鑽の区分けが必要
になりますので、各自が書面で申
請する形になっています。時間外
勤務の開始と終了を記載し、それ
を診療科長と館長が確認した上で
捺印し、それを電カル上に取り込
んで確認と承認を全体で行うとい
う形にしています。それと同時に、
電子カルテのアクセス数を通じて
管理側で診療実態の把握を行って
います。
　（スライド８）これは、電カル
のログアクセス数のデータです。
黄色の部分が外来のアクセスで午
前中に多くなっています。青色は
病棟のアクセス数ですが、夜間に

かけて多くなっています。この時
間帯は時間外ということですの
で、これを下げることが重要と考
えています。
　（スライド９）これはある外科
外来のアクセス数です。３年間の
ログをまとめていますが、いろい
ろな努力によってだんだん山が低
くなって終了時間が早くなってい
ます。これは入院の場合のアクセ
ス数で、入院では午前中に１つの
ピークがあり、夕方に大きなピー
クがあります。この改善がなかな
か難しかったのですが、少しずつ
山が下がってきています。こうい
う形で管理側で客観的に働き方の
状況を把握する上でアクセスログ

は１つの重要なツールと考えてい
ます。
　（スライド10）もう１つは、法
定労働時間を勘案した実質的な時
間外勤務時間を算定しています。
済生館は朝８時半から17時15分ま
でを所定勤務時間としており、１
日は７時間45分です。法定労働時
間は１日８時間、週40時間、日曜
日は法定休日になっています。自
己申告の時間外から法定労働時間
との差、１日当たり15分×20日で
月５時間までは法定労働時間内と
いうことになります。また、法定
休日労働時間を勘案し、日曜日に
休日が取れて週40時間以内であれ
ば時間外として換算しなくて良い

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 105（284）

電カルログアクセス数による
データに基づく勤務状況の把握

00

220000

440000

660000

880000

11000000

11220000

11440000

00 22 55 77 99 1111 1133 1155 1177 1199 2211 2233

病病棟棟 外外来来

時時刻刻

（（Access数数））

8

（スライド８）

法法定定労労働働時時間間をを勘勘案案ししたた
実実質質的的なな時時間間外外勤勤務務時時間間のの算算定定
• 所定勤務時間（8：30－17：15；7時間45分）
• 法定労働時間

• １日 ８時間
• 週 ４０時間
• 法定休日日曜日

• 自己申告の時間外に対して、
• 平日勤務で一月当たり 15分× 20日＝5時間、
• および法定休日労働時間を勘案して
• 法定労働時間を超過した分を時間外勤務として算定

（スライド10）

某外科アクセスログ（入院・手術）
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9

（スライド９）

0:00

120:00

240:00

360:00

480:00

600:00

720:00

840:00

960:00

1080:00

1200:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

年600時間超過の医師の
所定労働時間から法定労働時間への換算

時間外労働数（実数） 法定外労働時間・休日労働年間合計

申請された時間外勤務時間

法定労働時間を勘案した
時間外勤務時間

時
間

（スライド11）
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と決まっていますので、そういう
ことを加味して時間外勤務時間を
算定しています。
　これは医師の時間外勤務シート
です。これは年間の時間ですが、
法定労働時間を勘案すると時間外
労働時間は所定労働時間と比べて
かなり減少します。
　（スライド11）それをグラフに
したのがこちらです。これは時間
外が多い医師を並べていますが、
所定労働時間から法定労働時間に
換算するとかなり時間外が減るこ
とが分かります。特に大事なのは、
Ｂ水準ぎりぎりのゾーンも法定労
働時間を勘案することでＡ水準に
該当することがありますので、Ａ

水準を目指す施設では法定労働時
間の考え方が非常に有効と思いま
す。
　（スライド12）これを１カ月で
見ると、80時間が年間960時間に
相当しますので、それを超える医
師が３名いました。これはＢ水準
該当者ということになりますの
で、病院全体としては少ないので
すがこの３名について勤務内容を
分析しました。
　（スライド13）その内容を、17
時15分以降の勤務時間延長、呼び
出し、公休出勤、宿日直に分けて
分析したところ、時間外のかなり
の部分は勤務延長が占めていまし
た。

（スライド14）
（スライド15）
（スライド16）Ａ医師は、夕回診
を全員でするという流れがあった
ためにそれを廃止していただきま
した。そのほか、指示出しの前倒
し、複数主治医制をお願いし、外
来は紹介も利用して軽減、手術開
始時間の前倒しなどを実施してい
ただき、勤務時間延長はだいぶ削
減することができました。休日回
診もチーム医療をお願いし、Ａ医
師はＡ水準になっています。
　（スライド17）Ｂ医師は、やは
り勤務延長が非常に大きな割合を
占めていました。夕回診や指示出
しの前倒しに加え、外来業務を軽

全自病協雑誌第62巻2023年第２号106 （285）
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（スライド12）

0:00

12:00

24:00

36:00

48:00

60:00

A医師 B医師 C医師

勤務延長 呼び出し 公休 宿直

17:15以降の
勤務時間延長

33医医師師のの時時間間外外勤勤務務業業務務内内容容

夜間呼び出し
休日回診

（スライド14）

時間外勤務の業務内容区分

①勤務時間延長
17:30以降の勤務の継続

②呼び出し
③公休出勤

休日回診、処置
④宿日直

（スライド13）

B水準該当者の時間外内容
• 17時以降の日々の勤務延長の累積が最多であり、
時間外勤務の多く(78%、63%、43%)を占めた。

• 多忙な診療科によっては休日回診や夜間呼び出し
が多く、15%-40%であった。

• 宿日直の占める割合は、5%、8%、10%であった。

（スライド15）
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減することで手術開始時間の前倒
しをお願いし、勤務延長の削減に
取り組んでもらっています。月10
時間程度の削減ではありますが、
やや改善が見られています。
　（スライド18）Ｃ医師は、元々
時間外の多い診療科ですが、特徴
的なのは夜間・休日の呼び出しが
多いことです。この医師は中間層
でもあり、多くの呼び出しに責任
を持って応じていますが、輪番制
や複数主治医制を取り入れ、かな
り改善しています。Ａ水準にはい
きませんが、もう少しの取組みで
Ａ水準になるのではと思われると
ころまで来ています。
　（スライド19）このようなこと

から時間外の多くは勤務延長の積
み重ねであって、それについては
いろいろな工夫や見直しで改善で
きることが分かってきました。
　（スライド20）そして、宿日直

の対応が非常に重要であることが
分かりました。勤務内容や宿日直
者人数を勘案して宿日直許可の可
能性を検討していますが、当院の
ように救急搬送が多く、周囲の病
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●夕回診や指示出しの前倒し
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（スライド17）

事事例例紹紹介介かかららのの当当院院のの対対応応
• 医師の時間外労働時間短縮に向けては、これまでも、
電カルのアクセス数や、出退勤カード、自己申告な
どで把握評価を行い対応してきたが、

• B水準該当者は少なからず存在する。

• 時間外の多くは勤務終了後の延長勤務の積み重ねで
あり、外来終了時刻や手術開始および夕回診の前倒
し、チーム医療体制の見直しで対応できる。

（スライド19）

しかし、宿日直への対応は重要な問題
●勤務内容や宿日直者人数を勘案した
許可取得の可能性の検討

●しかし、
各施毎のこれまでの時間管理や手当支給の
実態によりグレーの部分あり

●労基法に遵守

（スライド20）
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院が宿日直許可を取れば当院に
もっと集まるだろうということ
で、これについてはかなり厳しく
考えています。
　宿日直の時間管理や手当支給の
実態は各病院でかなりグレーの部
分があります。そういう意味では、
今回のことをきっかけとして労基
法を遵守することが必要ではない
かと考えます。
　（スライド21）平成元年に労基
法から提言が出ていますが、労働
時間とは使用者の指揮命令下に置
かれている時間であり、15時間程
度とされる当直帯は、即時に業務
に従事することを求められており
労働時間であると明記されていま

す。労働基準監督署長の許可を得
た場合のみ、実働した時間のみが
対象となるということですから、
これを遵守する必要があると考え
ています。
　（スライド22）そうすると、時
間外の考え方としては宿日直の時
間をすべて時間外とし、手当も発
生することになり、すべてを練り
直す必要に迫られました。
　（スライド23）当院では許可基
準を満たさない可能性が高いと考
えています。年間約5,000台の救
急車を受け入れていますし、医師
数も多くありません。当院の宿日
直は３名体制です。内科正直、外
科正直、内科副直という形で一般

の医師が順番に割り当てられ、月
２～３回あります。これまでは55
歳以上は免除されており、常勤者
の年齢が上がっているために免除
者が増えています。また、女性医
師が増加しています。残念ながら
研修医は減少していることから当
直担当医師数は減少しています。
そのために１人当たりの当直回数
が増加し、それをすべて時間外と
して算定すればＢ水準該当者の増
加が現実的に危惧されます。
　（スライド24）この先ほどの労
働時間のグラフに宿日直の時間を
含めると、Ｂ水準に該当するゾー
ンの医師が10名に増えることが分
かります。
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（スライド21）

宿日直勤務の許可基準を満たさない場合
当院での問題点

• 一回の宿直15時間を全て時間外勤務として算定のため
• 宿直担当医の時間外増加＝B水準該当者の増加
• 当院では３名体制、月2-3回が基準

• 55歳以上は当直免除
• 常勤医師の高齢化と女性医師の増加
• 研修医の減少より

• 当直担当医師数の減少が現実的問題
• 一人当たり当直回数の増加＝B水準該当者の増加

（スライド23）

宿日直許可の無しの場合
• 時間外勤務時間の算定＝拘束する全ての宿日直時間
• 手当支給＝全ての宿日直時間を時間外勤務として支給

• 全宿日直時間帯を勤務とする
• （基本時間給の支給）

2時間 1時
間

1時
間

17:00 0:00 8:00
全宿直時間＝15時間
を時間外勤務として算定

（スライド22）
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22-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   10822-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   108 2023/01/31   11:07:422023/01/31   11:07:42



　（スライド25）当初は３名の医
師がＢ水準にあり、勤務時間の延
長や呼び出しについてはチーム医
療などの病院内でのいろいろな工
夫で解決できますが、宿日直を厳
格に労基法に合わせると時間外が
大幅に増加してしまいます。
　（スライド26）そのために救急
についていろいろな面で見直しを
行っています。このグラフは１カ
月間の救急外来受診者数を時刻毎
に示していますが、準夜帯は多い
のですが、深夜帯は比較的少ない
ことが分かります。そこで、深夜
帯のみの宿日直許可を取得できな
いか、あるいは深夜帯の医師数を
減らすことも考えながら当直体制

の見直しを図っています。
　（スライド27・28）まず、これ
まで免除していた55歳以上から65
歳以上まで引き上げました。オー
ル済生館で救急外来を支援しよう
ということで、個別に面談をした
上で医局会で承諾を受け、それに
向けた準備を少しずつしていま
す。また、これまでは準夜帯、深
夜帯とも３名体制でしたが、深夜
帯は患者数が少ないので２名体制
にしたいと考えています。準夜帯・
深夜帯の当直は外科正直と内科正
直とし、準夜帯のプラス１名に55
～65歳の医師に入っていただくこ
とを考えています。このプラス１
名については午後11時までとしま

す。そうすると９時間のインター
バルができますので、翌日の外来
勤務も可能ではないかと考えてい
ます。
　また、一晩連続で当直する医師
は午後には帰宅して年次休暇を活
用し、翌日の外来についてはシニ
アドクターや他院からの支援を受
けて診療レベルを落とさない形で
対応したいと考えています。
　このような労基法に準じた体制
をつくった上で、深夜帯の宿日直
の許可が取れると良いと考えてい
るところです。
　（スライド29）もう１つ大事な
ことは、医療圏全体で救急医療体
制の考え方を洗い直してほしいと
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宿宿直直勤勤務務へへのの対対応応方方針針
深夜帯の宿直許可を労基に申請する。

• 午後11時30分から翌朝8時30分までの9時間
• 9時間のインターバル確保が可能
• 代償休暇は年次休暇の活用
• その前提として申請の3ヶ月前から宿直時間帯を全て時間外勤務と
して扱う

名
体
制

17:30 11:30 8:30
宿直許可の時間帯時間外勤務 勤務

宿直許可の時間帯時間外勤務 勤務

時間外勤務 勤務

9時間

（スライド28）
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いうことを地域医療構想や地域医
療対策協議会で提案しています。
　これは私たちの２次医療圏の救
急車受け入れ数と医師数のグラフ
です。済生館の救急車搬入数に対
して県立病院や大学病院はこのよ
うな状況になっています。一方で
医師数は大学病院や県立中央病院
が圧倒的に多く、３次救急という
位置付けもあって医師が集まりや
すいですし、研修医のマッチング
の結果も良いということがあると
思います。済生館は２次救急で
すが、救急医療の中でも最もボ
リュームが多く最も重要な部分
で、これから高齢者救急が増えて
くると非常に大変な部分ですの

で、救急車受け入れの実績と医師
数のアンバランスの解消について
地域の医療界への提言を同時に
行っているところです。
　（スライド30）
　（スライド31）このような形で、
時間外の多くは勤務時間終了後の
延長勤務の積み重ねであり、これ
については院内でいろいろな工夫
ができます。しかし、宿日直も非
常に重要で、労基法に準じてすべ
てを時間外勤務として算定すると
当直担当医全体の勤務時間の増加
につながり、Ｂ水準認定者が増加
してしまいます。それに対しては
当直体制を見直さざるを得ないの
ですが、それだけではなく、地域

医療構想や地対協で医療圏全体の
救急医療体制をもう一度考え直す
ことも必要ではないかと考えてい
ます。
　次のステップとして、可能であ
れば宿日直許可の取得、そしてイ
ンターバル確保という形で考えて
おり、こういう形で来年、再来年
に向けて取り組んでいこうと考え
ています。
　10月からは、地域医療体制確保
加算の要件となっている時短計画
を策定し、来年４月からは先ほど
説明したような当直体制の見直し
を行い、労基法に基づいた形での
勤務時間の算定と手当支給を開始
します。同時に、地域の救急受け
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事事例例かかららのの当当院院のの対対応応
• 時間外の多くは勤務終了後の延長勤務の積み重ねで
あり、外来終了時刻や手術開始および夕回診の前倒
し、チーム医療体制の見直しで対応できる。

• しかし、宿日直は重要な論点であり、
• 労基法により全てを時間外勤務時間として算定
• 当直担当医全員が勤務時間の底上げ、
• B水準医師の増加
• 当直体制見直し
• 医療圏全体で救急医療体制の再考
• 可能なら、宿直許可取得（深夜帯のみ）
• インターバル確保、翌日午後帰宅

（スライド31）

宿宿日日直直対対応応のの行行程程
1. 山形県労務士の訪問
✓ 時間限定での宿直許可申請のアドバイス

2. 時短計画（案）作成
✓ 地域医療体制確保加算の要件（１０月から）

3. 来年4月からの当直体制の見直し
4. 地域医療構想での救急受入実績に応じた医師配置の要望
5. 労基法に基づいた宿直勤務時間の算定と手当支給の開始
6. 深夜帯の宿日直許可を労基に申請
7. 勤環改善支援センター、評価センターへの申請

（スライド30）

働き方改革の実現には、

• 各医療機関単独での努力や工夫だけでは不十分で、

• 地域医療構想などでの
• 医療圏全体の
• 救急医療体制を含めた
• 機能分担と連携の議論とコンセンサスが必要である。

（スライド32）
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入れ実績に応じた医師の配置、あ
るいはその辺の配分をお願いして
いるところです。
　（スライド32）働き方改革の実
現には、病院単独の努力と工夫で
は不十分です。特に、私どものよ
うな急性期病院では救急対応とし
ての宿日直が非常に重い意味を
持っていますので、地域医療圏全
体で救急医療体制を含めた機能分
担と連携について議論しコンセン
サスを得ることが必要であると痛
感しています。以上です。

■全国自治体病院開設者協議会
　副会長　須田　善明　女川町長
　ありがとうございました。続き
まして、発表３は「医師の働き方
改革と地域医療」と題して加古川
中央市民病院理事長兼院長である
大西祥男先生に御発表いただきま
す。よろしくお願いいたします。

■�加古川中央市民病院理事長兼院
長

　大西　祥男　氏

　（スライド１）
　（スライド２）加古川市民病院
の大西です。どうぞよろしくお願
いいたします。それでは早速始め
ます。開示すべきCOIはありま
せん。
　（スライド３）今日の話の内容
は、当院の紹介を簡単にし、働き

方改革、そして地域医療について
お話します。
　（スライド４）加古川市は兵庫
県の南部に位置し、人口は26万、
大阪・神戸まで30分～１時間程度

の通勤圏内です。Ｂ級グルメのか
つめし、それから６名のプロ棋士
がいて、加古川清流戦というトー
ナメントも開かれている地域で
す。「棋士の町、加古川」と駅に
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地方独立行政法人加古川市民病院機構 理事長
加古川中央市民病院 院長

大西 祥男

医師の働き方改革と地域医療

自治体病院全国大会 地域医療再生フォーラム
医師の働き方改革（後）の地域医療提供体制

（スライド１）

自治体病院全国大会
地域医療再生フォーラム（ ）

開示
発表者：大西祥男

今回の発表に関連し、開示すべき
関係にある企業などはありません。

（スライド２）

本日のお話

） 加古川中央市民病院の概要
） 働き方改革への取り組み

・院内委員会と意識改革
・時間外業務と自己研鑽
・宿日直許可と変形労働時間制
・タスクシフト、 、女性医師、シニア医師

） 働き方改革後の地域医療

（スライド３）
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貼られています。
　14年前にこの地域は、２市２町
で40万人の地域ですが、200～400
床の多くの病院が林立していまし
た。
　（スライド５）その中で新臨床
制度が平成16年にスタートしまし
たが、それを契機に市民病院の内
科医が２人まで減ってしまいまし
た。研修医も同時に減りました。
そして、＋４億だったものが－７、
－11と単年度赤字になり、加古川
市は神戸大学あるいは地域の病院
長と協議し、市民病院と神戸製鋼
の企業病院の統合再編を行いまし
た。平成23年に地方独立行政法人
として設立され、おのおの「西市

民」「東市民」という名前に変わ
りました。そして、加古川中央市
民病院を５年後にオープンしまし
た。
　（スライド６）理念、基本方針、
診療体制についてですが、５大セ
ンターによる総合診療体制をつく
るということで消化器、心臓血管、
周産母子、こども、がん集学的の
５つのセンターを中心に地域医療
支援病院、そして地域周産期母子
医療センター、がん診療連携拠点、
そしてDPC特定病院群として診
療しています。
　（スライド７）600床、33診療科
で、重症系の病床。この地域では
２次輪番制を敷いていて、成人に

ついては当院では土曜あるいは日
曜、こどもについては毎日、２次
輪番に当たっています。昨年度の
実績は救急車7,800程度、分娩780
件、手術8,300件。紹介率はコロ
ナの影響でかなり低くなっていま
す。紹介状を持たない熱発の患者
がたくさん来ますが、それ以前は
80％程度だったと思います。病床
稼働は89％、平均在院日数は9.9
日という急性期の総合病院です。
　（スライド８）２人まで減って
いた内科医は現在92名まで増え、
医師総数は261、研修医は30名に
までなりました。当時はあまり意
識していませんでしたが、今とな
れば働き改革による医師確保がで
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加古川
西

加古川
東

新病院

市民病
院

市民病
院

ＪＲ

加古川（河川）

山陽新幹線

山陽電鉄本線

山陽本線

加古川線

床

床

加古川駅

万

万

万 万

加加古古川川市市

兵庫県南部の播磨灘に面し、播磨平野を貫流する加古川の河口に広がる豊か
な自然に囲まれた地域に発展した都市。

古くから交通の要衝、物資の集積地として栄え、明治以降は商業地、肥料や繊維
の生産地として、そして、現代は、鉄工を中心とする東播磨地域の中核都市。

◆◆ 面面積積 113388..5511kkmm22

◆◆ 人人口口 226633,,552244人人 （（RR22..４４))
高高齢齢化化率率RR22 2277..88  %%（（兵兵庫庫県県2288..77  %%））

◆◆ 世世帯帯数数 111133,,009988世世帯帯 （（RR22..11..11))

◆◆ 交交 通通 大大阪阪ままでで（（新新快快速速でで5500分分））
神神戸戸ままでで（（新新快快速速でで2288分分））

年前

（スライド４）

理理念念・・基基本本方方針針・・診診療療体体制制

➢ 安全で質の高い医療を提供します
➢ ５大センターを中心に高度専門医療を実践します
➢ 救急医療と災害医療の充実に努めます
➢ 患者と協働するチーム医療を推進します
➢ 地域を守る医療・保健・介護・福祉との連携を強化します
➢ 優れた医療人を育成します
➢ 持続可能な経営基盤を確立します

いのちの誕生から生涯にわたって
地域住民の健康を支え
頼られる病院であり続けます

●理 念 ●基本方針

地域医療支援病院
地域周産期母子医療センター
認知症疾患医療センター
がん診療連携拠点病院
県指定から国指定へ（ ～）
国指定 高度型へ（ ～）

災害対応病院
基幹型臨床研修病院
ＷＨＯユニセフ指定ＢＦＨ
日本医療機能評価３ｒｄＧ （ ）

群→ 群 特定病院群（ ～）
： 看護体制

● 55疾疾患患（（ががんん、、脳脳卒卒中中、、急急性性心心筋筋梗梗塞塞、、糖糖尿尿病病＋＋精精神神疾疾患患））
● 44事事業業（（小小児児、、周周産産期期、、救救急急、、災災害害））

● 大センターによる
総合診療体制

（スライド６）

加古川中央市民病院（６００床）

神鋼加古川病院
１９８床

統合・再編

地方独立行政法人
加古川市民病院機構

加古川東市民病院
１９８床

加古川西市民病院
４０５床

加古川市民病院
４０５床

地方独立行政法人
加古川市民病院機構

平成 年 月
（ 年）

平成 年 月
（ 年）

公立病院と民間企業病院との統合

（平成・年）

（人）
人

２人

新臨床研修制度開始（ ～）
単一派遣医局の体制変化
病院の得意領域と初期研修医
若手医師の枯渇
仕事量の増加から開業へ
事務職員からのプレッシャー

中央診療
棟建設

＋ 億 － 億－ 億

内科医

研修医

（スライド５）

600床 33診療科
ICU：12床、HCU:22床、NICU:15床、GCU:30床
成人：2次救輪番（土、日）、子供：2次救輪番（連日） （1次は休日夜間診療所）

【昨年度（2021）実績】
◆救急車受け入れ件数：7,791件 （小児搬送件数：1,496件 うちカンガルー号98件）
◆分娩件数：781件 （うちハイリスク分娩：154件） ◆緊急母体搬送受け入れ件数：87件
◆手術件数：8,370件 ◆ PCI：535件 ◆ アブレーション：289件 ◆開心術：284件
◆内視鏡（上部：9,045件 下部：4247件 ERCP：972件 EUS：519件）
◆放射線治療件数：7,069件 ◆化学療法件数：12,133件

◆紹介率：65.5％ ◆逆紹介率：93.9％
◆病床稼働率：89.1％ ◆平均在院日数：9.9日
◆新入院患者数：1,644人/月 ◆外来患者数：1,473人/日
◆入院診療単価：90,745円/人・日 ◆外来診療単価：22,250円/人・日

加古川中央市民病院の概要

Kakogawa City Hospital Organization

（スライド７）
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きたことは統合再編のおかげだっ
たと思っています。また、初期研
修、後期研修、５年目までの若い
先生は機構発足時に16％で、新病
院ができると25％になり、現在は
34％になっています。若い先生に
頑張って働いていただける急性期
病院となっています。
　（スライド９）
　（スライド10）独法ができた時
に、時間外申請の電子化を両病院
でスタートしました。その後、５
年間は特に何もなかったのです
が、新病院を開院する直前、１カ
月ほど前に労基が入り、長時間労
働になっているという指導を受け
ました。ただ、開院した後にそれ

にすぐ対応することはなかなか難
しく、少し様子を見ていましたが、
タイムカードを非接触型に変えた
り、10日単位で残業実績を上長に
報告して業務調整をするようにし
たり、医師事務作業補助（MA）
を大量に入れることも決めまし
た。
　そして、2019年には変形労働時
間制の運用を開始し、2020年に労
基署へ全館とICUの当直を届出
し、研鑽と労働の区分、主治医団
制、委員会の日勤時間帯の開催、
患者説明の日勤時間帯実施といっ
た取組みを進めてきました。１週
間単位の勤務管理表の運用も開始
し、当初は紙で運用していました

が翌年にシステム化しました。タ
スクシフト推進委員会を設置しま
した。
　2021年には労基署へ循環内科の
宿日直届を出しました。幹部医師
が医局を回って早く返るようにと
いう取組みを始めましたが、あま
り評判が良くなくてこれはやめま
した。それから勤怠管理システム
を改修し、今力を入れているのは
働き方改革推進会議です。2022年
には口腔外科の宿日直届を出しま
した。
　（スライド11）これが勤務登録
画面ですが、時間外、自己研鑽、
兼業を書く欄があります。プルダ
ウンメニューで選んで提出しま
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医医師師数数のの推推移移とと年年齢齢構構成成

加加古古川川中中央央市市民民病病院院（（旧旧））市市民民病病院院 西西市市民民病病院院
人

総総医医師師数数

（医師数：4月時点）

平平成成2211年年77月月：：22名名
研研修修医医数数

内内科科医医師師数数病病院院統統合合発発表表

機機構構発発足足

人 床 人 床

院長補佐以上 部長 医長 医員 後期研修医 初期研修医

（人）

((3388%%))

（（））：：初初期期++後後期期研研修修医医のの割割合合

((1166%%))

((2255%%))

((3366%%))

機機構構発発足足

新新病病院院開開院院

((3344%%))

((3344%%))

（スライド８）

医師数 以上 平平均均残残業業時時間間

統合再編
（独法化）

労働基準監督署
指導

新
病
院
開
院

【2011】病院統合
・スキャン式タイムカード導入
・・時時間間外外申申請請電電子子化化開開始始
・夏季休暇5日導入

【2012】
・宿直日明け午後職専免

【【22001166】】新新病病院院開開院院
・・タタイイムムカカーードドをを非非接接触触型型へへ変変更更
・・1100日日単単位位でで残残業業実実績績をを集集計計

所属長による業務調整開始
・・MMAA大大幅幅増増員員
・・負負担担軽軽減減委委員員会会設設置置

【2017】
・10日単位の残業集計を

15日単位に変更

【2019】
・・働働きき方方改改革革検検討討委委員員会会
・・変変形形労労働働時時間間制制運運用用開開始始

【2020】
・交替勤務制運用開始
・・宿宿日日直直労労基基署署へへ届届出出（（全全館館、、IICCUU））
・・研研鑽鑽とと労労働働のの区区分分試試行行
・・主主治治医医団団制制へへのの移移行行
・・委委員員会会のの日日勤勤時時間間帯帯開開催催
・・患患者者説説明明のの日日勤勤時時間間帯帯実実施施
・・11週週間間単単位位のの勤勤務務管管理理表表運運用用開開始始
（2021年度内システム化）

・働き方改革説明会（WEB）
・・タタススククシシフフトト推推進進委委員員会会

【2013】統括院長

【2021】
・・残残業業事事前前申申請請開開始始
・・宿宿日日直直労労基基署署へへ届届出出（（循循内内））
・・幹幹部部医医師師にによよるる医医局局巡巡回回
・・勤勤怠怠管管理理シシスステテムム改改修修

(研鑽、労働、休憩等の管理)
・・打打刻刻時時間間ととのの乖乖離離時時間間のの把把握握
・・働働きき方方改改革革推推進進会会議議

【2022】
・・宿宿日日直直労労基基署署へへ届届出出（（口口外外））

医師の働き方改革に向けたこれまでの取り組み
人 時間

Kakogawa City Hospital Organization

（スライド10）

本日のお話

） 加古川中央市民病院の概要
） 働き方改革への取り組み

・院内委員会と意識改革
・時間外業務と自己研鑽
・宿日直許可と変形労働時間制
・タスクシフト、 、女性医師、シニア医師

） 働き方改革後の地域医療

（スライド９）

＜入力、勤務報告後、承認後画面＞
勤務登録画面での勤務報告

←所属長が承認すると

所属長が承認すると→

Kakogawa City Hospital Organization

（スライド11）
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す。報告すると上長もそれを見
て、上長が承認すると承認済みと
いうことになります。勤務変更理
由も記入します。トータルの時間
がここに出ます。この例では15時
間45分となっていますが、これが
40を超えると画面が黄色に変わ
り、70時間を超えると赤色に変わ
ります。医師はこれまで勤務時間
をあまり意識していなかったので
すが、時間について意識を持って
ほしいということでそういうふう
に変えました。
　（スライド12）院内の委員会は
このようにやっています。職員安
全衛生委員会、負担軽減、勤務改
善のほか院長ヒアリングを年に３

回やっていますが、ここで2019年
あたりから働き方改革に関する会
議をしています。特に2020年から
はタスクシフト推進委員会を２～
３カ月に１回開催し、実践と検証
をしています。医師働き方改革推
進会議も最近では非常に頻度高く
やっています。Ｂ水準になりそう
なところの時短計画を診療科と一
緒に練っているところです。
　（スライド13）働き方改革推進
会議をやる意味は、医師の意識改
革が主になっています。全医師へ
周知・徹底するために何回となく
行いました。それは職位横断的に、
研修医から副院長までそろって忌
憚のない意見を交換しています。

そこで決まったことは職位毎の説
明会で皆さんに通知したり説明し
たり、意見を聞いて質問を受ける
といったことをしています。
　労働時間とは使用者の指揮命令
下に置かれている時間であるとい
うことを我々はあまり意識してい
なかったのですが、これを明確に
皆さんに理解していただいて、例
えば主任科部長の職責はこれまで
は診療名の管理が中心でしたが、
労務面も大事ということを繰り返
し説明しています。
　（スライド14）推進会議は多職
位が集まるので、時間外業務と自
己研鑽についての一定の理解を得
るためにいろいろな意見を出して
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働き方改革に向けた院内委員会等の開催

年 年 年 年 年 年 年 年
職員安全衛生委員会 回 月
医師看護師負担軽減検討・
勤務環境改善委員会

回 年

タスクシフト推進委員会

医師働き方改革推進会議（説明会含む）

医師労働時間短縮計画作成会議

院長ヒアリング（全診療科） 回 年

働き方改革検討委員会
働き方改革説明会（

多多職職種種

多多職職種種

医医師師

医医師師

多多職職種種

多多職職種種

医医師師

（スライド12）

時間外業務と自己研鑽の考え方

時間外業務に該当するもの

A 診療に関するもの
１：病棟業務
２：予定手術の延長、緊急対応（手術、処置、検査等）
３：カルテ記載
４：サマリー、診療録、レセプト、紹介状等作成
５：外来診療及びその準備
６：オーダーチェック
７：患者家族への説明（原則定時時間内に行うこととする）
８：診療上必要不可欠な情報提供並びに収集（上級医のOJT)
９：地検・販売後調査
１０：宿日直時の診療時間
１１：長時間勤務
１２：そのほか（ ）

B 会議・打合せ
１：必須出席者である会議・委員会
２：参加必須の勉強会・カンファレンス

C 研究・講演その他
１：上長の命令に基づく学会発表の準備
２：上長の命令に基づく外部講演等の準備
３：上長の命令に基づく研究活動・論文執筆

時間外業務に該当しないもの

A 休憩・休息
１：食事
２：睡眠
３：外出
４：インターネットの閲覧

B 自己研鑽
１：自己学習（抄読会およびその準備含）
２：症例見学（手術、処置、検査、剖検等）
３：参加任意の勉強会・カンファレンス

C 研究・講演その他
１：本人の希望による学会発表の準備
２：本人の希望による外部講演等の準備・出席
３：本人の希望による研究活動・論文執筆

※本本人人のの希希望望にによよるる「Ｃ研究・講演その他」は、業務ではなく、すべて自己研鑽。
※初期、後期研修医に限らず、上長の命令に基づく「Ｃ研究・講演その他 」の場合も、
時間外業務と認定するにあたっては、 所所属属上上長長へへのの実実施施予予定定時時間間のの事事前前申申請請をを必必須須。
※業務としての学会準備や論文執筆は、所属長の判断により、定時勤務時間中に実施す
ることが可能。

（スライド14）

医師働き方改革推進会議

① 中間管理職をはじめ医師の意識改革
② 全医師への周知・徹底（複数回説明会）

・ 職位横断的に意見交換
・ 全医師、職位毎の説明会

① 当該診療科の外来、入院患者の状況把握と指導
② 当該診療科の治療方針の決定
③ 医療安全体制の確保
④ チーム医療に向けて他部門との調整・連携推進
⑤ BSC及び概算要求策定
⑥ 将来の人材確保および当該診療科のあり方提示

当該診療科医師の勤務状況把握と指導
・時間外勤務の指示と確認、把握
・自己研鑽、兼業も含めた時間管理
・休暇の承認と管理、調整

（例） 主任科部長の職責

診療面管理 労務面管理

＋

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

（スライド13）

• 断続的な宿直または日直勤務許可申請書
• 断続的宿日直勤務許可申請添付書面
• 断続的宿日直勤務許可申請添付する調査票
• 病院の図面 当直室に〇をつける）
• 専用の宿直室の有無、広さ、寝具の種類・数量
冷暖房設備、見取り図や資料、写真

• 宿日直日誌のコピー（直近 か月分）
• 宿日直当番表（直近 か月分）
• 出退勤記録（直近 か月分）
• 時間外勤務記録（直近 か月分）
• 電子カルテログデータ（直近 か月分）
• 時間帯別受付患者人数
• 宿日直を担当する医師へのアンケート調査
• 医師へのインタビュー

【提出書類】

宿日直許可取得

Kakogawa City Hospital Organization

【宿日直許可】

全館当直（循内以外の内科）
循環器当直（循環器内科）

当直（外科系、一部内科）
口腔外科当直（口腔外科）

当直（小児科）

～

～

（スライド15）
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もらって、最終的にこういう形に
たどり着きました。Ｃ研究・講演
その他のところはなかなか皆さん
の意見が統一できなかったのです
が、所属長と本人との間で意見を
交換しながら徐々に時間をかけて
一定程度のコンセンサスを持つこ
とを目指して今やっています。診
療科によってまだ若干の違いはあ
ると思いますが、だいぶ収束して
きた感じがします。
　（スライド15）宿日直許可につ
いては、非常に多くの書類を準備
する必要があります。６年前に労
基が入って以降、労基といろいろ
な情報の共有や意見交換ができた
ので、その中で様々な書類を準
備し、最終的には医師へのアン
ケート、あるいは医師へのインタ
ビューなども経験しながら、全宿
直帯について許可を得たものと、
深夜帯で許可を得たものがありま
す。
　小児科については当院は毎日輪
番で準夜も深夜もなくたくさんの
患者が来ますので、宿日直許可は
取れません。ただ、小児科の医師、
小児外科、小児循環器科の医師が
合わせて27名おり、その中で変形

労働時間制を使いながら何とかＡ
水準でやっていけそうです。
　一方、産婦人科も非常に厳しく、
深夜帯だけでも宿日直許可を取れ
ないかということで現在申請中で
す。医師数は８名ですが、ハイリ
スクや緊急分娩がありますので、
宿日直許可が取れることに期待し
ているところです。
　（スライド16）当院の勤務時間
は８時半～５時ですが、外科は朝
の回診やカンファレンスがあるの
で８時～４時半にしています。そ
して、水曜日は手術が少ないので
時間外が比較的多い若い医師は帰
宅することにして、この部分を１
時間ずつ４日に振り分けて他の日
を長くするように勤務時間を決め
ています。循環器内科は５時～深
夜１時半を第２日勤とし、宿直し
て翌日は非番ということで運用し
ています。
　（スライド17）医師が本来の業
務に集中するためにタスクシフト
を積極的に推進していますが、令
和元年に検討会の資料から284項
目が出てきて、その中で特定行為
看護師は現在３名が在籍してい
て、研修施設にもなっていて今は

８名を育成中です。翌年には推進
項目が出て、看護師では17項目あ
ります。そのうち14項目は当時か
らできていましたが、３項目は検
討中でした。他にもいくつかの検
討項目があり、令和３年に改正法
で４つの職種について新たに可能
な業務の拡大が示されました。
　（スライド18）昨年度はタスク
シフト委員会でこのような取組み
を進めました。その上で今年度は
新たにこれらを目標として取り組
んでいるところです。業務拡大の
ためには研修受講が必須となりま
すので、今は研修受講を順次進め
ているところです。
　（スライド19）当院の特徴かも
しれませんが、MAを多く配置し
ています。受験資格はこのような
資格で、毎年約５名の新卒を採用
しています。現在は正規９名と嘱
託69名となっています。継続教育
が大事で、補助者は国家資格では
なくはっきりしたキャリアプラン
がありませんから、教育してス
テップアップできるような体制を
つくっています。年10回ほどいろ
いろな講習があり、最後にはテス
トをします。
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変形労働時間制

月曜日 日勤

当直
（宿日直許可）

火曜日 日勤
水曜日 帰宅
木曜日 日勤
金曜日 日勤

日勤

月曜日 日勤
火曜日 日勤 第 日勤
水曜日 宿直（許可） 非番
木曜日 日勤
金曜日 日勤

外科

循環器内科

勤務時間変更： ～ （休憩 分含む）

（スライド16）

228844項項目目

・ 現行制度で実施可能な業務の洗い出し

・ すでに実施済み、実施可能、実施不可

看看護護師師：： 特特定定行行為為看看護護師師（（現現在在33名名在在籍籍））

研研修修施施設設（（22002222..44～～））

薬剤師： 化学療法のレジメンや副作用説明、F/U

検査チェックによる医師への提案など

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、

管理栄養士、リハビリテーション（PT,OT,ST他）、

視能訓練士、救命救急士、

医師事務作業補助者（MA）

タスクシフト推進委員会
第第２２回回 医医師師のの働働きき方方改改革革をを進進めめるるたためめのの
タタススクク・・シシフフトト//シシェェアアのの推推進進にに関関すするる検検討討会会

参参考考資資料料11、、資資料料11、、22--11、、22--22 （（令令和和元元年年1111月月88日日））

業務項目 推進項目 実施済み 検討中

看護師

助産師 ー

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士 ー

作業療法士 ー

言語聴覚士 ー

視能訓練士

義肢装具士 ー

救急救命士

ー

第第77回回 医医師師のの働働きき方方改改革革をを進進めめるるたためめのの
タタススククシシフフトト//シシェェアアのの推推進進にに関関すするる検検討討会会

（（令令和和22年年1122月月1111日日））参参考考
令和3年1月1日時点

（スライド17）
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　（スライド20）そのテストの結
果や、診療科に特化した研修を受
けることでスペシャルメディカル
アシスタント（SMA）となります。
胸にはバッジをつけ、診療科に特
化したMAとして１つのキャリ
アモデルとなります。スペシャリ
ストとして複雑な文書を作成して
います。
　（スライド21）医師は非常に助
けられていますが、本人たちはど
うかということで２年ほど前にア
ンケートを取りました。40歳前後
が多く、現在は70％程度が３年以
上となっています。やりがいや人
材育成、あるいは成長は感じられ
るか、雰囲気はどうかといったア

ンケートを取ったところ、比較的
良好な結果を得られました。当院
の診療報酬で賄えるのは40名です
が、78名 のMAを 配 置 し て い ま
す。医師が本来の業務に特化でき
るということからすると、非常に
有効な手段かもしれないと思って
いるところです。
　（スライド22）遠隔診断につい
ては、病院間の遠隔画像診断を実
施しています。Ａ病院から委託料
をもらって当院から読影結果を返
します。Ａ病院としては画像診断
管理加算２が取れますので、１人
医長が当院に集約されて、彼に
とっては休暇が取れることと学会
に参加できるということで非常に

喜んでくれています。これは大学
病院の指導もあってこういう形を
とっています。今は２つの病院に
対してやっています。
　それからママさん医師、イクメ
ン医師の働き方、あるいはコロナ
で濃厚接触者になり、本人は元気
でも出勤できない時に、放射線科
の医師がテレワークを利用してい
ます。またiPadを用いた遠隔画
像診断は、当直医師が診断をつけ
たい時に専門の診療科に画像を見
てもらうために15台のiPadを配
布しています。
　（スライド23）遠隔診療支援シ
ステムは、高砂市民と市立加西病
院の２つと結んでいます。病理に
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部署 令和 年（ 年）度の取組 令和 年（ 年）度の目標

看護部
）看護師による検査オーダー代行入力の導入
）薬剤投与に繋がる包括指示の活用推進
）院内認定 ナースによる 注射（ 名体制）
）皮膚・排泄ケア認定ナースによる褥瘡・創傷初期対応の処置指示代行

）看護師による検査オーダー代行項目の拡大

薬剤部
通院治療室におけるタスクシフト（副作用の説明等の全面移行）

）予め決められたプロトコールに基づき医師からの依頼による代行処方
）検査値と連動した処方監査を強化
）病棟薬剤師による代行処方入力の対象拡大
）緩和ケアセンターに薬剤師 名を常駐

臨床検査室
）喀痰吸引に関する研修の受講（生理機能検査室）
）輸血説明と同意取得

）輸血検査説明と同意
） 年度の取り組みの継続
）臨床衛生検査技師会が行っている講習の受講

放射線室
）撮影部位の確認、検査オーダーの代行入力等
） における画像一時照合等
）放射線造影検査時の自動注入装置を用いた投与
）血管造影・ における補助行為
）検査説明 相談につき説明センター事務員が実施

）業務拡大における研修受講を推進
）診療放射線技師でも可能な業務の再洗い出し

臨床工学室 ）カテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作 ）業務拡大における研修受講を推進

リハビリ室 ）嚥下訓練・摂食機能療法における食物形態等の選択 ）嚥下リハビリ処方の項目変更を行い、食形態
一任の指示を選択式に

栄養管理室
）治療食への変更を医師へ提案、代行オーダー
）栄養指導依頼：初回は医師、２回目以降は管理栄養士が代行オーダー

）管理栄養士を次年度は増員予定
）栄養指導の実施提案、経腸栄養や食事内容の
変更・医師への提案・代行オーダー

特定行為研修施設として特定看護師の育成特定看護師の養成

タスクシフト推進委員会

（スライド18）

SSppeecciiaall  MMeeddiiccaall  AAssssiissttaanntt
((SSMMAA))

MMeeddiiccaall AAssssiissttaanntt（（MMAA））
・・知知識識 ：： 筆筆記記試試験験：：11回回／／年年
・・接接遇遇・・ココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力
・・リリーーダダーーシシッッププ

優優れれたたススキキルルをを持持つつMMAAををSSMMAAにに推推薦薦

OOJJTT ++研研修修（（22カカ月月））

認認定定試試験験（（幹幹部部面面接接））

医師事務作業補助者のキャリアプラン

SSMMAA
診診療療科科にに特特化化ししたたMMAA
MMAAののキキャャリリアアモモデデルル

文文書書作作成成ののススペペシシャャリリスストト

MMAAのの業業務務
各各種種代代行行オオーーダダーー・・カカルルテテ記記載載
診診断断書書作作成成・・デデーータタ登登録録
にに加加ええてて
他他科科診診察察依依頼頼書書・・返返書書
診診療療情情報報提提供供書書（（紹紹介介状状））作作成成
IICC記記録録・・症症状状詳詳記記・・退退院院ササママリリーー
手手術術記記録録、、カカンンフファァ、、回回診診記記録録
NNCCDD登登録録、、主主治治医医意意見見書書

統統括括11名名
MMAA::5599名名
SSMMAA::1199名名

（（正正規規職職員員 99名名含含））

（スライド20）

◆◆ 受受験験資資格格
・医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）
・医師事務作業補助技能試験（ドクターズクラーク）
・医事業務管理技能認定試験（医事業務管理士）
・医療秘書検定試験

その他、上記と同等の医療事務資格取得者

◆◆ 新新卒卒採採用用
2019年4月より医療事務系専門学校の新卒者を採用
受験資格は既卒者と同様

2019年：5名、2020年：7名
2021年：5名、2022年：4名

◆◆ 身身分分・・処処遇遇
正正規規（（99名名））＋＋嘱嘱託託職職員員（（6699名名）） 22002222..55．．11現現在在

医師事務作業補助者の採用・教育

◆◆ 教教育育
① 32時間基礎研修
②② 継継続続教教育育
・院内オープンレクチャー
・院外研修（医師事務作業補助研究会等）
・ＭＡ主催の医師等による勉強会

（スライド19）

～
歳

歳以下歳以上 ％
～ 歳

～ 歳

年未満

年未満

年未満

年 未満
～
歳
％

の年齢層

の仕事にやりがいを感じますか 教育・人材育成について
計画実施されていると思いますか

当院での 経験年数

感じる
あまり感じない
感じない

自分自身の成長を感じることが
できますか

意見交換や提案ができ、協力し
合える雰囲気があると思いますか

そう思う
あまりそう思わない
そう思わない

年以上

そう思う
あまりそう思わない
そう思わない

そう思う
あまりそう思わない
そう思わない

向け満足度アンケート調査（無記名、 ）

（スライド21）
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ついては大学病院と遠隔病理診断
のシステムで結んでいます。当院
にも常勤の医師がいますが、若手
医師の診療支援や教育といった面
で活用しています。
　（スライド24）女性医師は３割
弱となっており、院内保育、病児
保育、育児短時間制度、育児部分
休業制度は10名、７名、６名、６
名に使われています。女性医師に
も男性医師の理解のもとに働いて
いただいている環境です。
　（スライド25）もう一つ、当院
には14名のシニア医師、定年後の
医師が働いています。専門知識と
経験が豊富で安心感があります
し、本人もまだまだ元気と言って

いただいています。教官経験者の
場合は特定看護師の教育・指導、
あるいはワクチンを打っていただ
いたり、私自身が困った時に応援
を依頼できる非常に貴重な存在で
す。
　（スライド26）こういった様々
なことをやっていますが、この４
つの診療科ではＢ水準を取らなけ
ればいけないのではないかと考え
ています。各診療科でもいろいろ
なことにトライしていますが、ま
だ十分にできていないところもあ
ります。これからこういったとこ
ろにより集中して実施していくこ
とが大事だろうと考えているとこ
ろです。

　（スライド27）研修医について
は１年次と２年次で研修内容を少
し変えていて、１年次は基本的な
ことをしっかり勉強して、体も
ゆっくり休めながら確実に知識を
身につけていってほしいというこ
とで、長時間の勤務はさせないよ
うにしています。年間960時間に
大体収まりますので、Ａ水準でい
けるのではないかと考えていま
す。
　（スライド28）
　（スライド29）働き方改革が進
むことで医師不足が深刻化する可
能性もあるだろうと思います。
　（スライド30）ただ、働き改革
は24年ですが、そのほかに医療計
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による医師の働き方改革

• 一人医長の働き方改革
• 地域の中核病院に周辺の病院の一人医長を集約化 休暇取得，学会参加が可能
• 病院間遠隔画像診断の実現

1）遠隔画像診断

）テレワーク
・ 自宅に専用回線で電子カルテ端末，読影モニターを設置
・ ママさんDr.,イクメンDr.の働き方改革 コロナ感染拡大期の業務分散，代替手段

） （ ）を用いた遠隔画像診断
・ 診断相談・依頼、IVR適応の判断，手技開始までの時間短縮，治療戦略事前準備
・ 放射線科、脳神経内科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器内科

加古川中央市民病院 病院
読影結果

依頼

委託料
画像診断管理加算 として請求

遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において
撮影料、診断料及び画像診断管理加算を算定できる。受信側
の保険医療機関における診断等に係る費用については、受信側、
送信側の医療機関間における相互の合議に委ねる。

（スライド22）

女性の活躍に向けた働きやすい職場環境整備

① 妊娠中の休暇
② 妊娠中の通勤に係わる休暇
③ 産前産後休暇
④ 出産補助休暇
⑤ 育児参加休暇
⑥ 生理休暇
⑦ 育児時間
⑧ 子の看護
⑨ 家族の看護
⑩ 結婚休暇
⑪ ボランティア休暇
⑫ リフレッシュ休暇
⑬ 育児休業
⑭ 育児部分休業
⑮ 育児短時間勤務
⑯ 時間 日 院内保育
⑰ 病児保育

((11)) 院院内内保保育育園園

2244時時間間336655日日利利用用可可能能なな保保育育園園のの運運営営

((22)) 病病児児保保育育

当当日日朝朝のの申申しし込込みみでで受受けけ入入れれ可可能能なな病病児児保保育育をを
院院内内でで運運営営

((33)) 育育児児短短時時間間制制度度

小小学学校校就就学学前前ままでで利利用用可可能能
出出勤勤日日数数//週週、、勤勤務務時時間間//日日をを
規規程程のの範範囲囲内内ででフフレレキキシシブブルルにに設設定定

利用者 全職種 内）医師
男性 1100 66
女性 5544
計 6644 1166

利用者 全職種 内）医師
男性 33 11
女性 3311
計 3344 88

((44)) 育育児児部部分分休休業業制制度度

中中学学校校就就学学前前ままでで利利用用可可能能
勤勤務務時時間間のの始始めめままたたはは終終わわりりにに
11日日をを通通ししてて22時時間間以以内内のの取取得得がが可可能能

利用者 全職種 内）医師
男性 00 00
女性 2233
計 2233 66

利用者 全職種 内）医師
男性 00 00
女性 1111
計 1111 66

22001199年年度度実実績績

22001199年年度度実実績績

22002200年年1100月月時時点点
利利用用者者

22002200年年1100月月時時点点
利利用用者者

医医師師数数
区分 全 体 うち女性
医師（経験６年～）
専専攻攻医医((経経験験３３～～５５年年））

初期研修医
計

22002200年年1100月月11日日時時点点

（スライド24）

遠隔診療支援システム
加古川中央市民病院 高砂市民病院

放射線画像
システム

市立加西病院

神戸大学医学部附属病院

放射線画像
システム

※NTTフレッツ 回線

レポート

画像転送

レポート

画像転送

読影レポート入力

病理レポート入力

放射線読影医師不足
の補完

放射線読影医師不足
の補完

レポート

画像転送

高砂専用

加西専用

専用

※NTTフレッツ 回線

※以下、同システム導入病院
県立淡路医療センター
県立加古川医療センター
北播磨総合医療センター

病理システム

病理診断医師の確保
若手医師の支援

遠隔病理診断
支援システム

高砂市民病院 件数

消化管透視
市立加西病院 件数

消化管透視

（スライド23）

内科系シニア医師（ 名： 歳～ 歳、週３～週 ）
総合内科外来（初診・再診）
専門外来（初診）
学生教育・外来（大学病院教官経験者）
特定看護師教育・指導
内視鏡検査
ワクチン接種
人間ドック・検診業務
臨床検査室担当

外科系シニア医師（ 名： 歳～ 歳、週 ～週 ）
専門外来（初診・再診）
救急外来
学生教育・外来（大学病院教官経験者）
日勤帯 担当
手術応援

専門的知識や経験が豊富
病院として患者対応に安心感
患者側からも安心感
若手先生の手本になりえる
困ったときに応援依頼

シニア医師の活躍
～定年退職後のセカンドキャリア～

まだまだ
元気ですよ

（スライド25）

22-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   11722-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   117 2023/01/31   11:07:482023/01/31   11:07:48



画、新型コロナ、地域医療構想、
外来医療といった様々なことが同
時進行していますので、ここから
先は必ずしも働き方改革だけで話
ができるわけでもないだろうと思

います。
　（スライド31）病院の統合・再
編は兵庫県では2013年からかなり
進んできました。今後も３つの計
画があります。

（スライド32）当院のある東播磨
圏域の病床機能報告によると、高
度急性期が少し足りなくて、急性
期は少し多く、回復期は少ないと
いう状況で、これは全国とよく似

全自病協雑誌第62巻2023年第２号118 （297）

心外 外科 循内 消内 その他
予定水準
医師数 名 名 名 名
複数主治医制度（チーム制） 〇 〇 〇 ○
土日の当番医のみでの対応 △ △ ○
変形労働時間制 〇 〇 〇 〇 心外：フレックスタイムも検討中

勤務時間内病状説明 △ △ 〇 △
勤務時間内カンファレンス △ ○ △ ○
宿日直勤務への対応 循内 全
大学等からの当直応援医師 ー 〇 救 ー ー 救当 宿直
大学等からの日勤応援医師 ー（循内） ー 〇 検 〇 検 外来 検査
医師事務作業補助者（ ） 外来可能人数

医師事務作業補助者（ ） ２
活用（ ） 〇 脳内・放科

〇：概ねできている あり △： ％程度できている 時にあり ：殆どできていない なし

特例水準申請予定診療科の状況

（スライド26）

本日のお話

） 加古川中央市民病院の概要
） 働き方改革への取り組み

・院内委員会と意識改革
・時間外業務と自己研鑽
・宿日直許可と変形労働時間制
・タスクシフト、 、女性医師、シニア医師

） 働き方改革後の地域医療

（スライド28）

第 回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（令和 年 月 日） 資料 より

（スライド30）

時間外
個人別時間外勤務一覧 （初期研修医）（時間）

研修医（ 水準）の時間外勤務
① 初期研修医： 名（ 年次 名、 年次 名）
② 平日週 回、土日（輪番日） 回／月が原則 副直として

年次： ～ まで 以降は帰宅必須
年次： ～ まで 以降は自由意志にて診療参加

（スライド27）

働き方改革後に起こらなければ良いが・・・

） 多くの医師の時間外労働の短縮により、医師不足が深刻化
） 宿日直許可の有無による大学病院からの応援医師確保への影響
） 医師不足が一層厳しくなる地域では、救急医療を含む地域医療破綻
） 診療科の偏在により、医師の少ない診療科領域における地域医療破綻
） やむなく，救急や手術等を制限する医療機関が出る可能性
） 医療の質の低下や診療に対する責任感の欠落の恐れ
） 医師不足に伴い、様々な診療制限や指定の返上から経営難
） 外科医など手術等の制限によるモチベーション低下
） 時間外勤務の削減による給与の減少

（スライド29）

兵庫県における病院統合・再編
再編前 年度 再編後 形態

三木市民病院（ ）
小野市民病院（ ）

市立
市立

北播磨総合医療センター（ ） 全適

県立尼崎病院（ ）
県立塚口病院（ ）

県立
県立

県立尼崎総合医療センター（ ） 全適

加古川市民病院（ ）
神鋼加古川病院（ ）

市立
民間

（地独）加古川中央市民病院（ ） 地独

公立梁瀬センター（ ）
公立和田山医療センター（ ）

公立
公立

公立朝来医療センター（ ） 一部適

県立柏原病院（ ）
柏原赤十字病院（ ）

県立
公的

県立丹波医療センター（ ） 全適

製鉄記念広畑病院（ ）
県立姫路循環器病センタ（ ）

民間
県立

はりま姫路総合医療センター（ ） 全適

市立川西病院（ ）
医療法人協和会共立病院（ ）

市立
民間

（指管）川西市立総合医療センター（ ） 指管

市立伊丹病院・近畿中央病院 予定 伊丹総合医療センター（仮称、 ）
県立西宮病院・西宮市立中央病院 予定 西宮総合医療センター（仮称、 ）
三田市民病院・済生会兵庫県病院 予定 ？？？

（スライド31）
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た環境だろうと思います。
　（スライド33）ただ、病床数だ
けの話ではなく、当院の入院患者
数の推移を見ると、コロナで少し
減りましたが2019年度を起点にす
るとこのように推移すると考えら
れていました。これに対して2022
年を起点とすると、このように
なっていきそうだということで
す。そうなると、働き方改革を踏
まえて循環器の医師はあと１人必
要かもしれません。時間外労働を
１割削減でこのカーブ、２割削減
でこのカーブですから、さらに医
師を増やさないとやっていけない
かもしれません。
　MDCで主な疾患の推移を見る

と、虚血性心疾患などカテーテル
治療やアブレーションが必要なも
のは減ってきます。一方で、心不
全は増えていきます。カテーテル
治療は我々の病院の機能だと思い
ますからしっかりやっていこうと
いうことで、心不全については地
域との連携、地域連携パスや心不
全ハンドブックなどを活用しなが
ら地域で協力してやっていくこと
になると思います。
　（スライド34）産婦人科につい
ては少し問題があると思っていま
す。これは、産婦人科と外科の医
師が兵庫県では増えていないこと
を示すグラフです。医師偏在指標
を見ても、播磨東は9.9です。55

歳以上の医師が63％と他の圏域と
比べてかなり高くなっています。
今から５年先、10年先について非
常に危機感を持ちます。当院では
正常分娩だけでなくハイリスクや
緊急帝王切開などが多いのでシニ
アの医師にもまだ頑張っていただ
かないといけないのですが、どこ
まで頑張れるかということを考え
ると、医師の診療科偏在は非常に
重要な問題です。
　（スライド35）新型コロナに関
しては、当院では救急を止めずに
重点医療機関として52床を回して
きました。第７波の７～９月はか
なりの患者数で、特に小児や妊婦
をしっかり受けてきたということ

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 119（298）

東播磨医療圏域における病床機能の推移

機能分化・連携についての進捗

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

年度 年度 年度 年度 年度 年必要病床数

医療機関名称 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
地ケア
病棟届出

（ 時点）

二次輪番
への参加

加古川中央市民病院 〇

病院 〇

病院 〇 〇

病院 〇 〇

病院

病院 〇 〇

病院

病院 〇

病院 〇

病院 〇 〇

病院

病院

病院 〇

病院 〇

病院

病院

上記以外 〇（７施設） 〇

２０１４年度（病床機能報告初年度）

年度

病床機能報告制度（兵庫県）より集計

病床機能報告制度（兵庫県）より集計

（スライド32）

兵庫県の診療科別医師数の推移（平成 年を とした場合の指数）

兵庫県医師確保計画 令和 年 月 兵庫県
兵庫県医師確保計画 令和 年 月 兵庫県 兵庫県保健医療計画、 年 月

周産期医療圏 産科医師偏在指標 医師数
（内） 歳以上の

医師の割合
分娩件数

播磨東

播磨姫路

神戸・三田

阪神

但馬

丹波

淡路

兵庫県医師確保計画（令和 年 月） 実績値：平成 年医師・歯科医師・薬剤師統計

周産期医療圏 専門医 正常分娩 選択帝切 緊急帝切

播磨東

加古川中央市民病院 〇

明石医療センター 〇

あさぎり病院

播磨姫路

姫路赤十字病院 ●

姫路聖マリア病院

公立宍粟総合病院

周産期母子医療センター及び協力病院 （●：総合 〇：地域）

兵庫県医療機関情報システム 実績値： 年度

東播磨地域の周産期医療は大丈夫か？

（スライド34）

循環器内科の地域医療提供予測

成人

前期高齢者

後期高齢者

時間外労働時間を１割削減するための医師数
時間外労働時間を２割削減するための医師数

循環器内科医師数（人）

現状維持

医療需要・働き方改革に合わせた医師確保
網掛棒グラフ：

コロナ禍前の 年度に想定

当院入院患者数（件） 当院での主な疾患の推移（ 別）

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 （ ）年推計）より

（スライド33）

第６波
第５波

第４波
第３波

第１波 第２波

直接来院ほか
救急車、 、…

第７波

新型コロナウイルス感染症入院患者数
（入院日基準）

救急受入患者数

手術件数

新型コロナウイルス感染症入院診療・救急診療・手術件数

人工呼吸器使用： 例
使用例： 例

使用例： 例
死亡者数： 例

コロナ陽性
手術症例： 例

（うち緊急手術： 例）

重点医療機関
確保病床： 床
（重症、中軽症）

入院患者数： 例
うち小児： 例

妊婦： 例

（スライド35）
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と、緊急手術も実施しています。
　（スライド36）これは加古川消
防が出したデータですが、当院に
コロナ患者は多く来ています。青
い部分は軽症ですが、軽症例でも
救急車を使って来ていることが分
かります。全体の救急としては
35％、コロナ関連の搬送では46％
受け入れていますが、あと２つの
公立病院と合わせるとコロナの救
急受け入れは67％となります。こ
れも統合・再編で医療の充実と医
師の数がそろっていたから対応で
きたのかなと思っているところで
す。
　（スライド37）地域から紹介が
あり、また地域へ返すということ

がコロナに関しては比較的順調に
できていると思います。
　（スライド38）以前から退院困
難要因が問題になっています。そ
ういう患者は増えてきていて、
40％を超えてきました。退院調整
をして入院患者を転院に導くこと
が増えてきているのも事実です。
地域連携室の重要性が増していま
す。
　（スライド39）当院では内科の
専攻医のプログラムの中で、２年
次に連携施設として２つの病院に
半年ずつ行くことに決めていま
す。西播磨、北播磨、中播磨の病院、
あるいは淡路の病院に研修に行っ
てもらうことを決めています。

　（スライド40）私自身も佐用共
立、神崎総合、あるいは県立柏原
で一定期間診療していた時期があ
りましたので、地域での診療を医
師の少ない中でやることの大変さ
は身にしみています。一方で、そ
こでやっていく意義もあると思い
ますので若い先生方にも経験して
ほしいと考え、地域の施設に送っ
ています。
　（スライド41）地方での研修に
対する意見を聞いてみると、地方
での研修は良かった、指導につい
ても良かったという回答が多いで
す。生活環境はもう少しというこ
とですが、中には半年より12カ月
がよかったという声も出ていま

全自病協雑誌第62巻2023年第２号120 （299）

加古川市消防救急搬送件数推移（ ～ ）

出典：加古川市消防本部
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加古川中央市民病院（全症例）
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加加古古川川中中央央市市民民病病院院（（新新型型ｺｺﾛﾛﾅﾅ症症例例））

軽症 中等症 重症 重篤 死亡

45.9%

18.2%
3.0%

5.5%
4.5%
1.9%
0.9%
1.1%
0.7%
1.0%

公公立立病病院院
67.1%

私私立立輪輪番番病病院院

15.4%

一一次次救救急急
1.1%

そそのの他他
7.3%

不不搬搬送送
9.0%

ココロロナナ関関連連搬搬送送割割合合
加古川中央市民病院

A県立病院

D市立病院

B輪番病院

C輪番病院

E輪番病院

G輪番病院

H輪番病院

I輪番病院

J輪番病院

F１次救急機関

その他

不搬送

35.2%

6.2%

1.4%
19.3%

5.3%
4.1%

3.2%
2.2%
2.1%
0.8%

公公立立病病院院
42.7%

私私立立輪輪番番病病院院

36.9%

一一次次救救急急
0.3%

そそのの他他
11.4%

不不搬搬送送
8.7%

救救急急搬搬送送全全件件割割合合
加古川中央市民病院

A県立病院

D市立病院

B輪番病院

C輪番病院

E輪番病院

G輪番病院

H輪番病院

Ⅰ輪番病院

Ｊ輪番病院

F１次救急機関

その他

不搬送

加古川中央

加古川中央

（スライド36）

退院支援の状況 退院が困難な患者への支援

退院困難要因があった患者

退院調整による入院患者の転帰
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

退院困難要因があった患者 退院困難患者の割合（人） （ ）

（月）

在宅 転院 施設 死亡

年度 年度 年度 年度 年度
（人） 退院困難要因

悪性腫瘍や認知症、急性呼吸器感染症などの疾患
緊急入院、要介護認定未申請、生活困窮者、
生活の中で様々な要介助者他 項目

年度

（スライド38）

加古川中央市民病院
重点医療機関

フェニックス
加古川病院

高砂西部病院

高砂市民病院
重点医療機関

順心病院

甲南加古川病院

たずみ病院

はりま病院

磯病院

松本病院

稲美中央病院

兵庫県コロナ拠点病院
県立加古川医療センター

成人

成人 成人

小児・妊婦

小児・妊婦

小児・妊婦

成人

成人

成人

加古川保健所

新型コロナウイルス感染症 地域連携

加古川中央市民病院
重点医療機関フェニックス

加古川病院

高砂西部病院

高砂市民病院
重点医療機関

順心病院

甲南加古川病院

たずみ病院

はりま病院

磯病院

松本病院

稲美中央病院

兵庫県コロナ拠点病院
県立加古川医療センター

明石仁十病院

紹介 逆紹介

（スライド37）

内科専攻医モデルローテーション（総合コース）
＜＜１１年年次次＞＞

循環器、内分泌 救急、総合内科Ⅰ 呼吸器、アレルギー、 消化器、神経

代謝、腎臓 ・Ⅱ・Ⅲ 感染症、膠原病及び類縁疾患 血液

対象：26疾患群、35症例 対象：7疾患群、35症例 対象：16疾患群、35症例 対象：21疾患群、35症例

加加古古川川中中央央市市民民病病院院

総合内科に所属し、研修する。

＜＜２２年年次次＞＞

連連携携施施設設（（11施施設設選選択択））
＜＜ＡＡググルルーーププ＞＞

対象：30症例

連連携携施施設設//特特別別連連携携施施設設（（11～～22施施設設選選択択））
＜＜ＢＢググルルーーププ＞＞
対象：30症例

※※22年年次次ままででにに病病歴歴要要約約2299編編ををすすべべてて要要記記載載。。（（4455疾疾患患群群112200症症例例以以上上をを登登録録済済ででああるるこことと））

＜＜３３年年次次＞＞

内科研修/選択重点診療科（総合内科/1診療科選択）
加加古古川川中中央央市市民民病病院院//連連携携施施設設

（スライド39）
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す。指導がきちんとできるような
環境をつくっていただければ、地
域の施設での研修は非常に有効で
はないかと思います。
　（スライド42）今後ですが、医
師の意識改革、新入職医師・異動
医師への説明は注意しないといけ
ないと思っています。収入減少へ
の対応、他職種の業務過多への配
慮。医療の質や地域医療への影響。
そして、Ｂ水準の追加的健康確保
措置、連続勤務とインターバルが
どうなっているかということを把
握する必要があります。最終的に
はＡ水準にならないといけないの
ですが、そこに向けてどのように
取り組んでいくかということが課

題と考えています。
　（スライド43）ご清聴ありがと
うございました。

■全国自治体病院開設者協議会
　副会長　須田　善明　女川町長
　大西先生、ありがとうございま
した。引き続き、発表を続けます。
発表４は「中東遠地域における医
療連携～医師の働き方改革と感染
症対応を中心に～」と題して公立
森町病院院長の中村昌樹先生に御
発表をお願いしています。よろし
くお願いいたします。

■公立森町病院院長
　中村　昌樹　氏

　御紹介いただきました公立森町
病院院長の中村と申します。今ま
での先生方の大きな急性期病院と
違って、私は静岡県の西部地域に
あります中東遠２次医療圏で131
床の中小病院の院長をやっていま
す。中東遠地域における医療連携
を中小病院の立場から紹介したい

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 121（300）

赤穂市民病院（ ）

宍粟総合病院（ ）
加西市民病院（ ）

西脇市民病院（ ）
北播磨総合医療センター（ ）

明石市民病院（ ）

高砂市民病院（ ）

専攻医派遣＋外来応援

当院

佐用共立病院 神崎総合病院（ ）
県立柏原病院

県立淡路医療センター（ ）（）内は人数

地域への医師派遣（専攻医連携施設、外来応援、遠隔画像診断）

（スライド40）

➢ 医師の意識改革への取り組み継続
➢ 新入職医師への働き方改革に関する意識の醸成

異動医師への説明と理解（病院間のルールの違い）
➢ 時間外労働削減による収入の減少への対応
➢ タスクシフトによる他職種の業務過多への配慮
➢ 医師の働き方改革による医療の質への影響
➢ 医師の働き方改革による地域医療への影響
➢ 水準の追加的健康確保措置の実施状況把握
➢ 年に向けた 水準への取り組み

今後の課題

（スライド42）

・幅広い症例を経験できた・アットホームな環境・地域に必要な医療を感じとれた・
急性期病院よりも患者さんと長い時間接することが出来た・優しく、熱心に指導いた
だいた・ ヶ月より ヶ月が良い・宿舎を無料で提供いただけた・宿泊施設の老朽化

良かった どちらでもない 悪かった

指導について地方での研修は？ 生活環境は？

％

％

％

％
％

％

％

（ ＝ ）

専攻医の地方での研修に対する意見

（スライド41）

22002244年年 竣竣工工予予定定

ごご清清聴聴あありりががととううごござざいいままししたた。。

謝辞：スライド作成にあたりご協力いただいた蜂谷、井本、瓦本、浅原、竹内
川邊 諸氏に感謝いたします。

（スライド43）
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と思います。私は25年前に公立森
町病院に大学人事で赴任し、20年
前に院長に就任して今に至ってい
ます。元々の専門は外科ですが、
今は総合診療医みたいなことをし
ています。
　（スライド１）
　（スライド２）
　（スライド３）静岡県西部地域
の中東遠エリアは人口当たりの医
師数の全国平均に対して60.7％と
いう医師少数区域です。６つの市
町で構成されていますが、森町自
体は人口１万7,527人、高齢化率
35.7％となっています。
　（スライド４）元々は６つの市
町がそれぞれ公立病院を運営して

いて、森町の隣の袋井市の袋井市
立袋井市民病院と掛川市立総合病
院が医師不足と建物の老朽化とい
うことで統合し、現在は500床の
中東遠総合医療センターとなり、
元々地域の中核的医療を担ってき
た500床の磐田市立総合病院と２
院で地域の中核的医療を担い、当
院と菊川市立総合病院、市立御前
崎総合病院の３院はどちらかとい
えば地域密着型の医療を提供して
いくという機能分化と連携が進ん
でいます。公立森町病院が最も小
さいです。
　（スライド５）実は袋井市と森
町は同じ消防管内で、毎年救急車
の搬送件数が増えていました。平

成25年に中東遠総合医療センター
が開院して救急車をすべて受ける
ことになり、元々袋井市立袋井市
民病院と掛川市立総合病院は医師
不足の関係で救急車の受け入れが
困難になってきたということで当
院の救急車受け入れが増加してい
ましたが、中東遠総合医療セン
ターが開院したことで当院の救急
車受け入れ件数は落ち着いたわけ
です。
　当院のような中小病院の一番の
問題は医師不足と医師の高齢化で
す。常勤医師の平均年齢が50歳を
超えてしまっています。そういう
中で救急医療を維持しながら地域
医療をどう守っていくかというこ

全自病協雑誌第62巻2023年第２号122 （301）

中東遠地域における医療連携
～医師の働き方改革と感染症対応を中心に～

令和 年 月 日
地域医療再生フォーラム

公立森町病院院長
中村昌樹

（スライド１）

静静岡岡県県 次次医医療療圏圏別別人人口口 万万人人ああたたりりのの医医師師数数
（ ）内の数値は全国平均に対する割合を表す

平成 年
静岡県 人（ ％）全国で 位
中東遠 次医療圏 人（ ％）

人口 人
高齢化率 ％

年 月 日

公立森町病院 床 常勤医師 名 森町家庭医療センター
森町家庭医療クリニック
指導医 名 専攻医 名

森町訪問看護ステーション
看護師 名

年 月 日年 月開設

森町中東遠 次医療圏

公立森町病院
森町家庭医療センター

（スライド３）

地地域域医医療療再再生生フフォォーーララムム
利利益益相相反反のの開開示示

公公立立森森町町病病院院院院長長：：中中村村昌昌樹樹

私私はは今今回回のの発発表表にに関関連連ししてて、、

開開示示すすべべきき利利益益相相反反ははあありりまませせんん。。

（スライド２）

中東遠二次医療圏 人口474,055人
（令和2年4月1日現在）

1.磐田市 人口169,673人
高齢化率28.1％

2.掛川市 人口117,383人
高齢化率27.2％

3.袋井市 人口88,316人
高齢化率23.9％

4.菊川市 人口48,474人
高齢化率26.8％

5.御前崎市 人口32,067人
高齢化率29.9％

6.森町 人口18,142人
高齢化率33.9％

（スライド４）
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とが最大の課題だったのですが、
平成30年10月に深夜帯の救急患者
の受け入れを制限しています。
　（スライド６）当院は内科、外
科、整形、小児科、歯科口腔外科
が常勤で、標準的な医療は常勤医
が担い、専門的なところは外部か
らの医師や地域連携で対応してい
ます。訪問看護ステーションと連
携して訪問診療。それから回復期
リハビリテーションを行っていま
すが、その適応にならない方は介
護施設に紹介するといった形で介
護施設との連携も進めています。
　１次・２次救急の当直に森町医
師会の開業医に参加してもらう形
を昨年まで続けていました。現在

は行っていません。開業医も高齢
化しているということと、家庭医
が非常に増えてきたことから現在
は行っていませんが、いずれにし
ても診療所との連携も進めていま
すし、連携をキーワードに地域医
療を担ってきました。
　（スライド７）現在は３つの病
棟を機能別に運営しています。急
性期病棟は、在宅医療で管理して
いる人の急変があった場合に受け
入れる病棟が必要ということと、
当院は地域包括ケアの中心的役割
を担うことを目指していますの
で、地域の急性期や救急医療をど
うバックアップするか。高齢化が
非常に進んでいますので圧倒的に

慢性疾患が増えていますが、慢性
疾患の急性増悪は急性期と同じよ
うな対応が必要になります。
　それから回復期リハビリテー
ション病棟です。意欲のある患者
に積極的にリハビリテーションを
行うと、かなり機能が回復して生
活の場に復帰することができま
す。最終的には地域包括ケア病棟
を導入しましたが、ここは日頃か
ら管理下にある患者が急性増悪し
た場合には必ずしもフル装備の急
性期が必要ではないということ
で、そういう場合の病状の安定化
を図るために活用しています。
　（スライド８）家庭医について
は、2009年に協議会を立ち上げて

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 123（302）

時間内 時間外 休日 深夜

年度別時間帯別救急車受け入れ件数
年 月

深夜帯救急患者受
け入れ制限開始

年 月
中東遠総合医療センター

開院

（スライド５）

３つの病棟機能

急性期病棟

地域包括ケア病棟

回復期リハビリ
テーション病棟

日頃から管理下にある患者
病状の安定化重視

機能回復重視
手術
検査等治療重視

リ
ハ
ビ
リ

急性発症

慢性疾患の急性増悪

救急医療

かかりつけ患者・在宅療養患者
介護施設等

どの病棟も常に生活の場に復帰さ
せることが目的
それが困難な場合は老健や慢性期
病床と連携

ポイントは、
いかにうまく
ベッドコント
ロールするか

入退院センター機能
の重要性

（スライド７）

内科 外科 整形外科 小児科

訪訪問問看看護護スステテーーシショョンンととのの連連携携

■専門外来

呼吸器科・肝胆膵科・神経内科・膠原病リウマチ科・耳鼻科・泌尿
器科・皮膚科・精神科（心療内科）・血液内科・形成外科

歯科口腔外科

近近隣隣のの医医療療機機関関ととのの連連携携

介介護護施施設設ととのの連連携携

回回復復期期リリハハビビリリテテーーシショョンン訪訪問問診診療療 1次・2次救急
当直医・森町医会

公立森町病院の診療体制

家家庭庭医医療療ククリリニニッッククととのの連連携携

診診療療所所ととのの連連携携

（スライド６）

静岡家庭医養成プログラム
（浜松医科大学総合診療医プログラム）

このプログラムによって
次医療圏のすべての

公立病院がつながった

静岡家庭医養成プログラム
↓

浜松医科大学総合診療医プログラム

（スライド８）
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2010年にプログラムを開始しまし
たが、磐田市立総合病院と菊川市
立総合病院と当院、２市１町の行
政も加わってミシガン大学と静岡
県のバックアップを受けて静岡家
庭医養成協議会を立ち上げまし
た。後に、これがきっかけとなっ
て浜松医大に協議会の寄付講座と
して産婦人科家庭医療学講座がで
き、さらに県の寄付講座として浜
松医大の地域家庭医療学講座が開
設されました。その後、市立御前
崎総合病院もこの協議会に加わ
り、今年になって中東遠総合医療
センターも正式に加わりました。
このプログラムを契機に、５つの
２次医療圏の公立病院がすべてつ

ながったということになります。
現在、この家庭医養成プログラム
は浜松医科大学総合診療医プログ
ラムに進化しています。
　（スライド９）当院が目指す医
療提供体制は、当院と家庭医療ク
リニックが一体的に地域の医療を
担う、地域包括ケアの中心的な役
割を担い、そしてさらにそのバッ
クアップ機能として磐田市立総合
病院と中東遠総合医療センターと
いう２つの救命救急センターがあ
るということです。こういう３階
建ての医療提供体制が非常に有効
と考えています。
　（スライド10）
　（スライド11）医師の働き方改

革についてですが、いろいろなこ
とをやってきました。近隣の医師
に当直に参加してもらったり、家
庭医の育成、在宅医療コーディ
ネーターの配置。当院は在宅医療
にも取り組んでいますが、在宅医
療支援室を設置して在宅医療コー
ディネーターを配置することで在
宅医療に関する情報がすべて集約
され、医師がチームとして在宅医
療に関わりやすくなります。在宅
医療部門の医師事務作業補助者の
ようなイメージです。
　ITシステムの活用としては勤
怠管理システムだけでなく、多職
種連携のネットワークシステムを
導入して在宅医療コーディネー

全自病協雑誌第62巻2023年第２号124 （303）

三階建ての医療提供体制
磐田市立総合病院

中東遠総合医療センター

高度急性期・急性期
救命救急センター

公立森町病院

領域別専門医

急性期・回復期
地域包括ケアシステムの中心的役割

科別総合医

森町家庭医療センター
（森町家庭医療クリニック・
森町訪問看護ステーション）

外来・在宅医療
かかりつけ医機能
家庭医

（総合診療医）

生活圏の医療
（地域包括ケアシステムの一翼を担う）

（スライド９）

医師業務支援における当院の取り組み
•近隣診療所医師の当直業務への参加（平成 年～

年）
•家庭医の育成（平成 年）
•在宅医療コーディネーターの配置（平成 年）
• システムの活用（ 年）
•医師事務作業補助者導入（平成 年）
•地域住民との連携・多職種連携（継続）
•救急医療体制の見直し（平成 年）

（スライド11）

医師の働き方改革

（スライド10）

外来・病院当直への家庭医の貢献
外来患者数

病院 家庭医療クリニック

外来収益

病院 家庭医療クリニック

年度別当直医割合

家庭医 常勤医 非常勤医

億円

（スライド12）
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ターが入力することでケアマネや
町の行政職などいろいろな人に情
報が伝わりやすくなる仕組みをつ
くりました。チーム医療の構築と
いうことです。医師事務作業補助
者も平成26年に導入しています。
現在はほとんど書類作成を担って
もらっていますが、非常に有効で
す。医師の業務負担がかなり軽減
されています。
　働き方改革は病院単独の努力で
はなかなかなし得ないところがあ
り、地域住民の理解がないと難し
いと思っています。森町病院友の
会や地域のボランティアの会など
を通じて地域への情報発信に力を
入れてきました。
　（スライド12）最後に救急医療
体制の見直しですが、今回は家庭
医の育成と救急医療体制の見直し
についてのデータを出しますが、
１つは外来患者数。当院のあるエ
リアには診療所も非常に少ないの
で、外来もかかりつけ医機能が求
められるということがあり、常勤
医師の外来業務の負担がかなり大
きいものがありました。そこで、
当院にも眼科、耳鼻科、皮膚科な
どいろいろな科を併診している方

が多く来ていたのですが、そうい
う方は家庭医療センターで一括し
てみるようにして病院の外来業務
の負担を減らしていきました。
　トータルの収益自体は、それほ
ど下がっていません。一番大事な
ことは当直業務ですが、医師の平
均年齢が毎年上がっていく中で、
当院では１人の医師が全科当直で
すし、その負担をいかに軽減する
かということが大きな課題でし
た。令和３年度には家庭医が60％
の当直を担っていただいて、常勤
医師の負担はかなり減りました。
　（スライド13）それから各科の
待機医師の呼び出しですが、家庭
医はある程度科の別なくみてくれ
るし、ちょっとした縫合処置や外
科的な処置にも対応してくれるの
で、各科の呼び出し件数はかなり
減ってきています。
　（スライド14）当直体制の変更
ですが、平日は17時～８時15分を
宿直とし、土日・祝日は終日だっ
たのですが、平成30年に労基署が
入って、恒常的に救急患者を受け
入れている状態では当直とみなさ
ないと言われました。それをきっ
かけに、変形労働時間制を導入し

て当直としていたところも勤務時
間としようと考えました。その代
わり、15時間をすべて勤務時間と
すると代休を取ることが困難にな
るので、22時30分～６時の深夜帯
は休憩時間とし、それ以外は労働
時間と扱うことにしました。土日・
祝日も同様です。
　労働時間については、常勤医で
は平日の宿直時間１回に対して通
常業務の半日を振替休日として取
得することで何とかやりくりがで
きています。
　（スライド15）深夜帯の制限を
する前とした後の時間帯毎の救急
患者数を見てみると、深夜帯がな
くなっています。こういう形の変
形労働制で対応しています。
　この体制を導入するにあたって
は労基署の指導があったからとい
うこともありますが、町議会が
全員賛同してくれたということ
と、２つの救急医療センターが同
意してくれたということがありま
す。何よりも、以前から深夜帯の
受診は控えましょうということを
以前から住民に呼びかけていまし
た。ずっと呼びかけていた結果、
深夜帯の受診率は非常に下がって

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 125（304）

科別年度別医師時間外呼び出し件数 年～ 年
内科医師呼び出し件数 外科医師呼び出し件数 整形外科医師呼び出し件数

小児科医師呼び出し件数 歯科口腔外科呼び出し件数 全科医師呼び出し件数

（スライド13）

勤務体制の変更
： ～ ： 通常勤務 ： ～ ： 宿直（当直扱い）

平日

： ～ ： 通常勤務 ： ～ ；
宿直（労働時間）

平日
： ～ ；
休憩時間

： ～ ： 日直・宿直業務（当直扱い）
土日・祝日

： ～ ： 日直・宿直（労働時間）

土日・祝日
： ～ ；
休憩時間

日直・宿直は当直手当 患者対応などの実質労働時間分の時間外労働手当を支給

日直・宿直はすべて労働時間として扱い、平日の宿直時間 回に対して、通常業務時間の半日を 回
に分けて振替休日として取得することとした

変
更
前

変
更
後

（スライド14）
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いて、導入する前の平成29年度も
深夜帯だけを取ってみると１日当
たり1.6人でした。多い時には４
～５人来るのですが、少ない患者
のために医師は徹夜に近い状況に
なってしまうという状況があった
ので、これは不合理であるという
ことです。
　また、必ずしも緊急性がない患
者も多い。１年間で救急救命セン
ターに搬送しなければならなかっ
たのは13例で、ほとんどは軽症で
した。ですから深夜帯については
２つの救急救命センターで対応す
るという同意が得られ、これを導
入すると住民からかなりクレーム
が来るだろうと思っていたのです

が結果として１件もありませんで
した。これは地域の住民に常に情
報発信してきたことの成果だと思
います。
　（スライド16）
　（スライド17）最後に新興感染
症への対応です。中東遠エリアで
は元々磐田市立総合病院と中東遠
総合医療センターが重点医療機関
となりました。当院と菊川と御前
崎は協力病院だったのですが、第
３波からは菊川市立総合病院も重
点医療機関の役割を果たしていま
す。
　（スライド18）静岡県の新規感
染者数をグラフにすると、第１波
～第４波はほとんどなかったよう

に見えます。第７波を基準にする
とこうなってしまうのですが、当
院ではまずは検査体制を充実し、
患者をいかに早くピックアップす
るかということに力を入れまし
た。そして第３波の時に重点病院
のうちの１つで院内感染によるク
ラスターが出たので、受け入れ体
制が悪くなったために当院も病棟
受け入れを始めました。
　病棟受け入れを始めましたが、
実際にはポストコロナの患者の受
け入れが中心でした。退院が困難
な人が増えてきたので、そういう
方を当院で受けるという形です。
コロナの患者を受け入れたのは第
５波の時が初めてでした。

全自病協雑誌第62巻2023年第２号126 （305）

平成 年度と令和元年度の 月～ 月の
時間帯別時間外患者数
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（スライド15）

コロナ対応における各病院の役割

公立森町病院
協力医療機関

磐田市立総合病院
重点医療機関

中東遠総合医療センター
重点医療機関

菊川市立総合病院
重点医療機関

市立御前崎総合病院
協力医療機関

（スライド17）

新興感染症への対応

（スライド16）

静岡県 新規感染者数と当院の対応

第 波 第 波 第 波 第 波 第 波 第 波 第 波

検査体制の充実
発熱外来

検査体制の確立
ドライブスルー外来

病棟受け入れ体制の充実
回復期リハ病棟休止
コロナ病床確保
ポストコロナ患者の受け入
れ

通常診療としてコロナ対応
回復期リハビリテーション病
棟再開

ワクチン接種

（スライド18）
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　第６波からは圧倒的に数が増え
てしまいました。オミクロン株は
ほとんど重症化しないし、たまに
肺炎を起こす人がいても治療でか
なり良くなりますので、当院は通
常診療としてコロナに対応するこ
とにしました。
　（スライド19）コロナ禍の初期
においては面会制限をしたりドラ
イブスルー検査などいろいろな対
応をしましたが、県から要請が
あって当院で受け入れるとした
ら、病棟単位で受け入れるように
しようと考えました。院内感染を
防ぐことが最大の問題と考えたか
らです。12月４日からは新入院患
者の全例にPCR検査を開始しま

した。そして令和３年２月１日に
病床を確保しましたが、実際にコ
ロナ患者が来たのは第５波の８月
です。
　（スライド20）ここでいったん
収まったので面会禁止を解除した
のですが、第６波が始まって再び
面会制限を始めました。これは令
和３年３月までは県内のクラス
ターの分析です。件数が多いのは
接待を伴う飲食店ですが、患者数
は病院が圧倒的に多いのです。
　（スライド21）病院でクラスター
が起きると患者数は非常に増えて
しまうということもあって、感染
の初期にはできるだけ患者は少数
の医療機関に集約すべきと考えま

した。中東遠２次医療圏では保健
所を中心に毎週オンライン会議を
開き、お互いの情報を共有して対
応について話し合っています。
　当院では、第３波の時に回復期
病棟をいったん閉鎖してコロナ受
け入れ体制をつくったのですが、
オンライン会議で情報を把握する
中で当院がやらなければいけない
状況だと判断しました。ただ、初
期には院内感染防止のためには集
約化を図るべきと考えたので、ま
ずは２つの重点病院にお願いして
いました。
　ステージが進むに従って、通常
医療を制限することになりますが
一般の病院でも受けていこうと。

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 127（306）

全国 静岡県

全国と静岡県のコロナ新規患者数と当院の対応

面会制限

ドライブスルー
による 検査開始

面会禁止

帰国者接触者外来開始

オンライン面会開始

唾液による 検査開始

検温システム導入

県対策本部から要請が
あった場合、回復期リハ病
棟を閉鎖しコロナ病床 床
を確保する方針を決定

救急患者の迅速抗原検査開始

新入院患者の全
例に 検査開始

コロナ受け入れ病床確保

コロナ患者受け入れ

自宅療養者の
健康管理開始

森町住民へのコロナ
ワクチン集団接種開始

家庭医療クリ
ニック発熱外来開始

回復期リハ病
棟再開

面会禁止
を解除

コロナ回復期
患者受け入れ

（スライド19）

新興感染症に対する考え方
• 初期には、入院施設は限定あるいは専用の病棟を確保し、でき
るだけ集約化を図るべき。
（院内感染の予防）

• 早期発見のための検査体制の充実が必要。
（情報の収集）

• 感染のステージに応じて、受け入れ医療施設を拡大。その場合
も重症度による医療機関の使い分けが必要。
（通常医療機能の制限）

• 予防法や治療法が確立されれば、通常医療との両立を図る。
（地域に必要とされる医療機能の回復）

時
間
経
過

（スライド21）

県内新型コロナ感染者集団（クラスター）の種類（～ ）

件数 人数

病院
高齢者施設
高齢者以外の福祉施設
接待を伴う飲食店
カラオケを伴う飲食店
接待やカラオケの無い飲食店
住宅での会食
事業所・工場
スポーツジム
学校・保育園
その他

（スライド20）

まとめ
• 医師不足地域における問題解決のキーワードは「機能分化と連携」
である

• 森町では、近隣医療機関との連携で、領域別専門医、科別総合医、
家庭医（総合診療医）による 階建ての医療提供体制を構築してきた

• 多疾患併存の患者が増加する生活圏の外来診療において、家庭医
（総合診療医）の役割は今後ますます重要となる

• 急性期医療と慢性期医療のどちらも充実し、補完しあってこそ、そ
れぞれがその役割を果たし得る

• 地域医療構想の実現と地域包括ケアシステム構築のためには、今後
さらに、生活圏の医療を担う中小病院の役割が重要となる

（スライド22）
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それで予防法や治療法が確立され
れば通常医療との両立を図るとい
うイメージで、現在は医師会も頑
張ってPCR検査などもやってい
ます。
　（スライド22）現在は再びコロ
ナが非常に増えている状況で、職
員の家族がかかって濃厚接触者と
して休まなければいけないという
こともありますし、職員の感染も
ぽつぽつと出てきています。その
ために医療機能が制限されてしま
うことが今の最大の課題で、ここ
は住民の協力を得て地域で一体と
なって対策していかなければいけ
ないだろうと思います。
　働き方改革もそうですが、地域
医療の提供体制は機能分化と連携
がキーワードで、それぞれがそれ
ぞれの役割を果たすことができて
初めて成り立つと考えています。
当院の場合は中東遠総合医療セン
ターの統合がうまくいっていな
かったらすでにつぶれていたので
はないかと思うくらい負担が非常
に増えていました。
　私は25年前に赴任した時から最
初の５年間は外科部長だったので
すが、その時には右肩上がりに緊
急手術がどんどん増えて、今の働
き方改革の基準から見るととんで
もない状態でしたが、後輩に同じ
ようなことをさせるつもりはない
ので私が院長になってからは機能
分化と連携を進めて、その結果、
当院は生活圏の医療を守っていく
という役割に特化しようと。その
代わり、近隣のバックアップして
くれる医療機関に急性期はお願い
するということで成り立っている
ので、何はともあれ機能分化と連

携が重要です。そして、急性期は
急性期、生活圏の医療は生活圏の
医療として両方が成り立ってこ
そ、いろいろな問題が解決してい
くのではないかと思います。以上
です。御静聴ありがとうございま
した。

■全国自治体病院開設者協議会
　副会長　須田　善明　女川町長
　ありがとうございました。私は
個人的に、今のお話の中の「議会
の同意」というところに何度もう
なずいてしまったのですが、公立
病院には必ずついて回る地味に大
事な部分だなということを改めて
認識した次第です。それでは、後
のセッションに移りたいと思いま
す。設営までの間は休憩とさせて
いただきます。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　それではこれから討論に入りま
す。本日は３つの省からコメン
テーターをお招きしています。厚
生労働省医政局地域医療計画課医
師確保等地域医療対策室長、谷口
倫子様。それから総務省自治財政
局準公営企業室長、和田雅晴様。
それから文部科学省高等教育局医
学教育課企画官、堀岡伸彦様。以

上３人の方をお招きしておりま
す。それでは、ここまでの４つの
講演に対してそれぞれコメントを
いただきたいと思います。最初は
厚生労働省の谷口様、よろしくお
願いいたします。

■厚生労働省
　�医政局地域医療計画課医師確保

等地域医療対策室長
　谷口　倫子　氏
　今日は先生方の示唆に富む御発
表をお聞かせいただき、誠にあり
がとうございました。講演の中で
指摘がありましたように、今まさ
に地域医療構想や第８次医療計
画、また新興感染症への対応、本
日のテーマである医師の働き方改
革を含めて様々な施策が同時に進
行しているところです。それらが
しっかりかみ合った形で、先生方
の大変な御尽力に我々もしっかり
応えていけるように一致して進め
ていきたいと、本日の御講演を聞
いて感じた次第です。引き続き先
生方の教えを賜りながら、ご相談
しつつ進めていきたいと思ってお
ります。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　ありがとうございました。それ
では総務省の和田様、よろしくお
願いいたします。

■総務省
　自治財政局準公営企業室長
　和田　雅晴　氏
　自治体病院の皆様には日頃から
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大変にお世話になっていますこと
に、この場をかりて改めて御礼を
申し上げます。今日の講演の中で
も機能分化と連携強化が大事とい
うお話がありましたが、今年３月
に総務省として３度目のガイドラ
インを出しました。その中の１つ
のポイントは機能分化と連携強化
をうたっておりますので、そう
いった取組みを働き方改革の観点
からも推進していただきたいと考
えているところです。
　今回のガイドラインでは、医師
の働き方改革についても新たに追
加したところです。その内容につ
いても、今策定していただいてい
る経営強化プランに書いていただ
くことをお願いしているところで
す。今年７月に現在の経営強化プ
ランの策定状況について調査させ
ていただき、また、47すべての都
道府県に対してヒアリングを行っ
たところです。その状況を私なり
に体感しているところで申し上げ
ると、働き方改革についての意識
は非常に高くなってきているもの
の、実際の取組みは緒に就いたば
かり、あるいは進んでいないとい
うのが全体的な感触です。
　調査結果はまとまり次第フィー
ドバックしますが、例えば自分の
病院の勤務時間は把握できていて
も兼業先や兼務先を含めた全体は
必ずしも把握できていない医療機
関もかなりの数があるという印象
です。それから、宿日直許可を取
ることは非常に大事だと思います
が、取りたいと思っているが具体
の動きに至っていないというとこ
ろも多く、実際に取得するために
は、最低１カ月の宿日直の日誌な

ども必要になると聞いていますの
で、現実には着手してから少なく
とも半年くらいを見ておかないと
いけないと思いますので、再来年
の４月ということを考えるとかな
り急がなければいけないのではな
いかというのが私の正直な実感で
す。
　総務省としては引き続き、こう
いった取組みを進めていきたいと
考えていますので、12月８日に全
国自治体病院協議会と共催でセミ
ナーを開催いたします。望月先生、
中村先生にも御登壇いただきます
が、そういったことをさらに進め
て引き続き公立病院における医師
の働き方改革について総務省とし
てしっかり支援していきたいと考
えていますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　ありがとうございました。それ
では文部科学省の堀岡様、よろし
くお願いいたします。

■文部科学省
　高等教育局医学教育課
　堀岡　伸彦　企画官

　私は実は厚生労働省からの出向
者で、働き方改革をずっと担当し

ていて1,860時間ということが決
まった検討会も担当していまし
た。当時は、国全体で労働時間の
上限が決まるということで、厚生
労働省としてはその労働時間があ
まりにも医療の現場とはかけ離れ
ているものだったので働き方改革
の議論がスタートしたわけです
が、最初は、ほとんどの人が「医
師は労働者ではない」という意識
でした。
　正直、私も医師なのでその心が
けや感覚には同意するのですが、
マネジメントしないということに
はならないはずなのです。当時は
そういう意識がほとんどで、私は
大げさではなく50回くらいいろい
ろな学会などで働き方改革の話を
したのですが、行く度に非常に厳
しい御意見をいただきました。
　私はコロナで２～３年、医政局
の仕事を離れていましたが、こう
やればできるのだという具体的な
マネジメントの話を初めて聞きま
した。これまでのいろいろな働き
方に関するシンポジウムでは、制
度の上手な使い方や指南のような
話をたくさん見聞きし、私も制度
の柔軟な活用という観点でしかコ
メントできなかったのですが、こ
ういうフォーラムで現実にマネジ
メントできているという話を初め
て聞いて、もちろん難しいことも
あるでしょうが、いろいろなこと
が具体的に示されているのは非常
にすばらしいフォーラムだと心か
ら思います。文部科学省では大学
病院を所管していますが、引き続
き働き方改革は大学病院の視点か
ら非常に重要な論点として担当し
ておりますので、今後ともよろし
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くお願いします。
　１つ質問というか今回の講義に
なかった論点として、文部科学省
は厚生労働省と連携して地域枠や
診療科推奨の定員をすごい数つ
くっているのですが、そのあたり
と働き方改革の連携はどうなって
いますか。都道府県の地域医療対
策協議会で働き方改革が話題に
なって、その結果として医療提供
体制の効率化が進んでいるので例
えば救急のキャリア形成プログラ
ムに回せるとか、そういった事例
はあるでしょうか。コメントをい
ただければと思うのですが、いか
がでしょうか。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　いかがでしょうか。大西先生、
聞いたことはございますか。

■�加古川中央市民病院理事長兼院
長

　大西　祥男　氏
　兵庫県の場合は地域枠の養成医
がかなり多く輩出されてきていま
す。ただ、当院は対象病院にはなっ
ていなくて６年目、７年目の研修
のタイミングだけ出ていって良い
ということで今は１名しかいませ
ん。ただ、数はだいぶ増えてきた
ので、特に北の但馬のあたりが中
心かと思いますので、そういった
ところ、それから北播磨、西播磨
のあたりにもかなり輩出されてき
ているのは事実だと思いますが、
その先生方が働き方改革の関連で
どうなっているかということを私

は知りません。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　望月先生、どうぞ。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　望月　泉　八幡平市病
院事業管理者兼八幡平市立病院
統括院長

　岩手県は医師偏在指数が新潟県
とほぼ同じで最下位ですが、地域
枠は１学年15名、それから奨学金
養成医師が県と市町村を合わせて
30～35名、計毎年50名近くの義務
履行を伴う医師が輩出されていま
す。働き方改革は、医師の地域偏
在、診療科偏在を解消していかな
いとできないのではないかという
のは当たり前の話だと思います
が、１学年50名近い医師が、公立、
公的病院に毎年配置調整を行っ
て、５年間で250名になりました。
　この250名の中には医局に所属
している医師もたくさんいます
が、基本的には県で配置調整会議
をつくって、その中で本人の意向
も確認しながら配置して、なるべ
く地域偏在を解消できる方向で動
いています。働き方改革は、医師
の数を確保できないと進まないと
いうことで、その意味では地域枠
と奨学金養成医師は非常にありが
たいというか、これがなければ医
師少数県では実現できないのでは
ないかと思いますので、ぜひこれ
からも地域枠等の確保をお願いし
たいと思います。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　ありがとうございます。それで
は貞弘先生、どうぞ。

■山形市病院事業管理者
　貞弘　光章　氏
　ありがとうございます。非常に
大事なことで、山形県も地域枠、
奨学金、自治医大を合わせて92名
にのぼっています。地域医療対策
協議会で県知事が座長となって医
師会や大学病院も一緒にどのよう
に配置するかを決めているのです
が、主な目的は医師少数区域への
医師の配置となっています。当院
は都会にあって、その対象地域に
は入っていません。ただ、少なく
とも救急医療の実績に応じた形で
キャリアパスや教育の意味も含め
てそういう医師を配置してもらい
たいと提言しています。地域医療
の持続性という面からも働き方改
革を進めたいということを提言し
ていますので、厚生労働省、文部
科学省も含めて積極的に進めてい
ただきたいと思っています。県で
はまだそこまでの考えに至ってい
ないところもありますので、ぜひ
強くお願いしたいと思います。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　ありがとうございました。それ
ではこれから質問を受け付けたい
と思いますが、ウェブ参加の方か
らの質問が１つ来ていますので、
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お答えいただければと思います。
研鑽と労働の線引きに関して、具
体的には難しいところがあるので
もう少しクリアに示していただき
たいというような質問です。これ
に関しては、貞弘先生も大西先生
もスライドにお示しいただいたの
でそれを参考にしていただきたい
と思いますが、厚生労働省にお聞
きしたいのは、今までに通知など
が出ていますが、それ以上に具体
的な線引きの基準は何か考えられ
ていたり示されていたりするで
しょうか。

■厚生労働省
　�医政局地域医療計画課医師確保

等地域医療対策室長
　谷口　倫子　氏
　御質問ありがとうございます。
本日は直接の担当者が参っていま
すので、お答えさせていただきま
す。

■厚生労働省
　�医政局医事課医師等医療従事者

働き方改革推進室長補佐
　藤川　葵　氏

　厚生労働省医政局医事課医師等
働き方改革推進室室長補佐の藤川
でございます。平素より、あと１
年半に迫りました2024年４月から
の医師の時間外・休日労働の施行、
そして様々な厚生労働行政の推進

に御尽力いただきまして誠にあり
がとうございます。
　御質問の医師の研鑽といわゆる
労働時間に関する考え方について
は、令和元年７月に労働基準局局
長通達として考え方をお示しした
ところです。これに基づいてその
後、各医療機関におかれては研鑽
の労働時間該当性について整理が
行われ、医師に対する周知が行わ
れているものと承知しています。
本日御発表いただいた先生方の医
療機関でもそうした整理の表がす
でに作られており、ほとんどの医
療機関で同様のことが進んでいる
と承知しています。
　ただし、厚生労働省としては、
現時点ではさらに踏み込むよう
な、医師の労働時間と研鑽に関す
る通達を出す予定はありません。
それはなぜかというと、各医療機
関において医療機能の状況は様々
であり、医師の数や年齢構成、診
療科の構成が異なっています。ま
ずは現場の若い医師も交えた声を
聞いていただきながら、院長をは
じめとする管理部門との膝を詰め
た話し合い、ワーキングでも委員
会形式でもよろしいと思います
が、話し合いをしていただいて丁
寧に議論した上で労働と研鑽の一
覧表を皆さんで作っていただきた
いと切に願っています。
　現在、厚生労働省では本日の御
発表にあったような好事例を「い
きいき働く医療機関サポートウェ
ブ」というウェブサイトで公開し
ています。また、各都道府県にあ
る医療勤務環境改善支援センター
に相談していただくと、労務管理
アドバイザーからそういうものの

作成支援を受けることが出来ます
ので、ぜひ御活用いただければと
思います。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　どうもありがとうございまし
た。そういう御回答で、この問題
は各病院でさらに検討していただ
いてみんなで作り上げていただき
たいと思います。次の御質問に移
りたいと思いますが、御質問のあ
る方は挙手をお願いします。お名
前と所属をお願いします。

■下呂市立金山病院
　病院長　須原　貴志　氏
　岐阜県の下呂市立金山病院の院
長の須原と申します。周囲30km
圏内に病院がなく中村先生とよく
似た環境にある99床の施設です。
質問は宿日直許可について、当院
は全科当直ですが、それとは別に
待機当番というものが存在しま
す。これはどう使われるかという
と、救急は全部受けるのですが、
重症で当直医が救急車に乗ってい
かないといけない時に、その後に
詰める人材が必要です。待機当番
というのは、私は全国医師連盟の
理事もやっていますが、医師連盟
の理事長が学会のシンポジウムで

「待機当番は勤務時間ですね」と
言ったら、同席していた弁護士が

「管理者が命じているから勤務時
間です」と言って終わりました。
当直については宿日直許可を取る
ということで頑張っていますが、
待機当番の扱いはどうすれば良い

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 131（310）

22-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   13122-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   131 2023/01/31   11:07:552023/01/31   11:07:55



のか。このあたりについて見解が
あれば教えていただきたいと思い
ます。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　いかがでしょうか。

■厚生労働省
　�医政局地域医療計画課医師確保

等地域医療対策室長
　谷口　倫子　氏
　担当からお答えできることがあ
りそうですので、発言してもらい
ます。

■厚生労働省
　�医政局医事課医師等医療従事者

働き方改革推進室長補佐
　藤川　葵　氏
　私はその学会に同席していたと
思いますが、私も驚いたというの
が正直なところです。厚生労働省
としては、オンコールの待機時間
が労働時間に該当するか否かにつ
いては事例毎に判断されるものと
承知しています。裁判等の判例に
基づいても、その全部が労働時間
とされたものもあれば、そうでな
いものもあります。そのため、我々
は現在もオンコールの待機時間に
ついては個別に判断していくもの
とお伝えしています。
　ただし、当然ながらオンコール
時間中に呼び出されて実際に業務
に従事した時間は労働時間になり
ますので、その点には御留意いた
だければと思います。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　よろしいでしょうか。ほかに御
質問はございますでしょうか。お
名前と御所属をお願いします。

■岩手県立軽米病院
　病院長　葛西　敏史　氏
　岩手県立軽米病院の葛西と申し
ます。春に宿日直許可を取る際に
は望月先生にずいぶんお世話にな
りました。ありがとうございます。
当院は98床の小規模・中規模の病
院ですが、宿日直許可は今年の春
にいただきました。そして、我々
院長としては、宿日直許可を取ら
ないとだめだという話にうなずい
ていただけると思うのですが、当
直している若い医師たちに話を聞
くと、宿日直許可があると安い給
料で働かされることになりますよ
ねと。「15時間すべてを時間外に
してくれたほうが給料が高くなっ
て良いのに」と言われて、その視
点もあったなと。時間外を減らす
Ａ水準にもっていく時もそうです
し、宿日直許可の話もそうです
が、そういうところを若い医師に
分かってもらうために皆さんはど
のような苦労をされていますか。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　演者の方、いかがですか。

■�加古川中央市民病院理事長兼院
長

　大西　祥男　氏
　宿日直許可を取ると確かに時間
外は減りますので収入は減りま
す。私の今後の課題として入れて
おきましたが、実際にそういう声
を私自身は聞いていないのです
が、間違いなくそういうことは起
こるだろうと思っています。宿直
帯のすべてを時間外として支払っ
ていた時と、宿日直許可を半分で
も取れば収入が半減する可能性は
あると思っています。当院ではそ
ういう話はないのですが、当直体
制に代わる何かをしなければいけ
ないということで、人事には給与
の違いがどの程度になるかを調べ
てほしいとお願いしています。
　どんなことができるかを具体的
にお話できませんが、そういうこ
とを考えて対応しなければいけな
いと思っています。実際に宿日直
に関して全医師に対面で話した時
には、遠慮していたのかもしれま
せんがそういう話は出なかったの
です。ただ、十分に考えられるこ
となので、対応はそれを見ながら
と考えているところです。

■岩手県立軽米病院
　病院長　葛西　敏史　氏
　ありがとうございます。私ども
中小病院からすると、時間外を補
てんするような病院がたくさん出
てくれると良いと思っています。
どうもありがとうございました。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　ほかに御質問はございますか。
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所属とお名前をお願いします。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　新潟県立十日町病院の吉嶺で
す。今日は４人の先生方がそれぞ
れの地域で最適解を出されてい
て、本当に勉強になりました。昨
日、新潟県でリモートで全病院へ
の説明会がありまして、その中で、
病院の管理当直と医師法16条によ
る院内急変に対応する管理当直
は、宿日直許可を取っていない医
師がずっといる場合には兼務して
良いかという質問がありました。
兼務を妨げないという話と、ただ
し院内急変に対応できない状態で
あればそれは適切に判断するとい
うことですが、その点に関して宿
日直許可の有無は直接には関係な
いということでよろしいでしょう
か。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　お答えをお願いします。

■厚生労働省
　�医政局医事課医師等医療従事者

働き方改革推進室長補佐
　藤川　葵　氏
　昨日の新潟県のフォーラムは、
私どもも入ろうとしたのですが
YouTubeに切り替わったことが
分からずに聞けなかったのです
が、御認識の通りです。基本的に
宿日直許可の有無と医療法第16条
は切り離して考えていただいて構
いませんので、許可があろうとな

かろうと医療法第16条に基づいた
宿直は行っていただいて構いませ
んし、それがあるから医療法が守
られていないということではあり
ませんので、そのような御理解で
よろしいかと思います。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　了解しました。貞弘先生にうか
がいたいのですが、時間外勤務の
業務内容を４つに分けていらっ
しゃったのですが、これは一般的
な内容でしょうか。先生のところ
の独自の分類ですか。

■山形市病院事業管理者
　貞弘　光章　氏
　時間外を計算するために開始時
間と終了時間を必ず書くことに
なっています。開始時間が17時15
分から続いていれば勤務時間の延
長として、いったん終わって夜中
に出たということであれば呼び出
し、休日は分かっていますので休
日であれば休日呼び出し、当直は
当直として、アプリ上で事務と一
緒に計算しています。これは全医
師にやっているわけではなく、Ｂ
水準になる可能性のある医師10名
をピックアップして毎月丁寧に調
べているのが実情です。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　非常に参考になりました。自己
研鑽についても目安の時間がかか
れていることは非常に分かりやす
くて良いと思います。

■山形市病院事業管理者

　貞弘　光章　氏
　根本的には、病院の業務拡大に
関連するものに関して出すことを
考えていますが、なるべく明確に
出しています。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　中村先生の発表で、令和元年度
に深夜帯がなくなったのは、勤務
体制の変更だけでなく周辺住民へ
の周知や救急医療の患者をやりく
りした結果と考えて良いですか。

■公立森町病院院長
　中村　昌樹　氏
　そうです。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　あまりにもきれいに消えている
ので。

■公立森町病院院長
　中村　昌樹　氏
　当院は基本的にその時間帯は受
けませんということを住民に周知
して、それプラス、勤務体制の変
更もあってきれいに消えたという
ことです。

■新潟県立十日町病院
　病院長　吉嶺　文俊　氏
　どうもありがとうございまし
た。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�副会長　原　義人　青梅市病院
事業管理者

　どうもありがとうございまし
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た。ここで簡単にまとめをさせて
いただきたいと思います。各地で
真剣に医師の働き方改革に取り組
んでおられることを報告していた
だき、感謝いたします。また、３
省からもコメントをいただきあり
がとうございました。宿日直許可
の取り方についても教えていただ
いたように思います。
　しかし、医師も労働者であると
いうのが基本認識ですので、現在
の医師における時間外労働時間の
上限は960ということで、一般の
人に比べてはるかに長時間になっ
ていると思います。ですから、い
ずれは普通の労働者、例えば看護
師と同じような時間数になってい
くとすれば、他の職種と同じよう
に交替制の勤務体系も本格的に考
えなければいけなくなるのではな
いかと思いながらお聞きしていま
した。医師が３交替勤務になると
いったことは今は現実的には考え
にくいのですが、そういう方向に
行かないといけないのかなとも思
いました。
　今回のお話では、医師の働き方
改革を進めても地域医療に悪い影
響は見られなかったようですの
で、どの地域でも同様と言えるか
どうかは分かりませんが、ぜひ改
革を上手に進めていただけると、
地域医療への悪い影響を避けなが
ら進めていけるのではないかとい
う印象も持ちました。
　最後に、多くの示唆に富む御講
演をいただいた先生方、また貴重
なコメントをいただいた各省の
方々に深くお礼を申し上げます。
以上をもちまして討論を終了させ
ていただきます。御協力ありがと

うございました。

閉会挨拶

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�会長　小熊　豊　砂川市立病院
名誉院長

　本日はこういうフォーラムを行
うことができて、大変有意義だっ
たと思っています。お話の中で私
が驚いたのは、失礼ですが中村先
生の小さな病院で、先生が御苦労
された成果だと思いますが、開業
医も巻き込んで診療体制をつくら
れた。60％以上を開業医がみる体
制をつくって、夜は周辺の大きな
病院に頼めて、それで住民が納得
している。こういう体制は、かか
りつけ医の機能を強化して、時間
外などもチームで交代しながら
ファーストコンタクトを行うこと
がこれからの医療体制として必要
ではないかと私は訴えています
が、まさに中村先生の病院ではそ
れをおやりになっている。こうい
う医療をそれぞれの地域で検討し
ていただけると良いと思って、感
心したところです。
　大西先生のところは医師もたく
さんいて人口も多い中で、大病院
としてやれることをすべておやり
になっているということで、見本
のようなところだと思いながら聞

いていました。貞弘先生の病院は、
医師が少なくて業務内容がものす
ごく多いので、今後どうされるの
か。まさに自治体病院として問題
を抱えている代表のような病院だ
なと思って、今日のお話を聞きま
した。
　厚生労働省にお聞きしたいの
は、サポートに関するウェブの話
をされていましたが、私はそれを
見たことがないのです。大西先生
のように上手にやれている大病
院、中村先生のように医師が少な
いけれども地域で協力しながら
やっている病院といった具体的な
ことは載っているのですか。

■厚生労働省
　�医政局医事課医師等医療従事者

働き方改革推進室長補佐
　藤川　葵　氏
　「いきいき働く医療機関サポー
トウェブ」には、そうした好事例
集を載せているほか、中村先生に
は過去にも御参画いただいており
ますが厚生労働省ではトップマネ
ジメント研修というものを開催し
ております。年間50回くらい行っ
ていますが、院長先生にプレゼン
テーションしてもらう働き方のセ
ミナーです。そのセミナーの資料
も「いきいき働く医療機関サポー
トウェブ」に掲載されています。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�会長　小熊　豊　砂川市立病院
名誉院長

　そうですか。

■厚生労働省
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　�医政局医事課医師等医療従事者
働き方改革推進室長補佐

　藤川　葵　氏
　これまで周知が足りなかったこ
とは承知しています。今年からは
全力で周知すべく改善を行ってい
ますので、どうぞよろしくお願い
します。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�会長　小熊　豊　砂川市立病院
名誉院長

　初めてうかがいました。そうい
うことを皆さんにアナウンスして
ほしいのです。そういうことを厚
生労働省がやっていることを皆さ
んは知っていましたか。ほとんど
の人は知らないと思うので、ぜひ
周知をお願いします。
　それから、医師の需給環境を検

討する際に、大西先生が疾患別に
分析した結果を出しておられまし
たが、厚生労働省にそれをやって
ほしいのです。それをやると、将
来の人口がこうなって、こういう
医療がこのくらい必要になるとい
うところから需要が分かります。
それをベースにして医師の供給や
偏在指標に使ってほしいと私ども
は常に思っています。今日の大西
先生のスライドを参考にしてくだ
さい。

■厚生労働省
　�医政局医事課医師等医療従事者

働き方改革推進室長補佐
　藤川　葵　氏
　そういったことも厚生労働省で
は行っておりますので、今後も引
き続き取り組んでまいります。

■�公益社団法人　全国自治体病院
協議会

　�会長　小熊　豊　砂川市立病院
名誉院長

　我々が今こんなに苦労している
ことを解決する意味でも堀岡先生
を含めて皆さんが一体となって
進めていただきたいと思います。
我々も会員病院に厚生労働省の
ウェブサイトの案内をさせていた
だきます。
　今日は私としても大変に勉強に
なりました。皆さんも参考にして
しっかり対応していただければと
思います。御苦労様でございまし
た。
　以上で地域医療再生フォーラム
を閉会します。長時間にわたり、
誠にありがとうございました。

全自病協雑誌第62巻2023年第２号 135（314）

22-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   13522-12-056_000-地域医療再生フォーラム（2月号）.indd   135 2023/01/31   11:07:552023/01/31   11:07:55


	22-12-065_表紙A
	22-12-065　表紙2-3_2月号
	22-12-065_001-北海道広告（2月号）
	22-12-065_002-目次（2月号）
	22-12-065_004-窓Medicine_貞弘氏（2月号）
	22-12-065_007-病院紹介（2月号）
	22-12-065_013-全国自治体病院学会_扉（２月号）
	22-12-065_014-自治体病院学会_学会を終えて（2月号）
	22-12-065_018-自治体病院学会_各分科会優秀演題録（２月号）
	22-12-065_022-自治体病院学会_前田氏（2月号）
	22-12-065_024-自治体病院学会_宮里氏（2月号）
	22-12-065_026-自治体病院学会_沖縄-小渡氏（2月号）
	22-12-065_028-自治体病院学会_沖縄-上地氏（2月号）
	22-12-065_030-自治体病院学会_沖縄-金城氏（2月号）
	22-12-065_032-自治体病院学会_重盛氏（2月号）
	22-12-065_035-自治体病院学会_仲宗根氏（2月号）
	22-12-065_037-自治体病院学会_比嘉氏（2月号）
	22-12-065_040-自治体病院学会_崎濱氏（2月号）
	22-12-065_042-自治体病院学会_沖縄（2月号）
	22-12-065_044-自治体病院学会_大城氏（2月号）
	22-12-065_047-予定表（2月号）
	22-12-065_048-シナプス（2月号）
	22-12-065_056-シナプス2（2月号）
	22-12-065_060-事務長より一言（2月号）
	22-12-065_066-人明かり（2月号）
	22-12-065_071-ファルマ（2月号）
	22-12-065_075-スキャッタリング-山澤氏（2月号）
	22-12-065_080-えいよう（2月号）
	22-12-065_083-チームリハビリ（2月号）
	22-12-065_089-クリニカルエンジニア_菊池氏（2月号）
	22-12-065_093-地域医療再生フォーラム（2月号）
	22-12-065_136-information_政府予算（2月号）
	22-12-065_170-information_医療の質の評価・公表等推進事業のご案内（2月号）
	22-12-065_172-全自病協会議概要-常務理事会（2月号）
	22-12-065_186-全自病協会議概要-臨時理事概要（2月号）
	22-12-065_192-政府等の主な出来事（2月号）
	22-12-065_193-JBKモノクロA4広告（2月号）
	22-12-065_194-広告-ホギメディカル（2月号）
	22-12-065_195-購読のご案内（2月号）
	22-12-065_196-奥付（2月号）
	22-12-065　表紙3_2月号 - コピー
	22-12-065_表紙A4 - コピー



